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Ⅰ．健康福祉部の行政機構 
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（１）本庁

１．健康福祉部の組織（平成31(2019)年4月1日）

石見スタッフ

福祉基盤・指導監査スタッフ

生活保護・生活困窮者支援スタッフ

医療統括監（保健衛生）

健 康 福 祉 部
部長

危機管理・中核市支援スタッフ

予算経理グループ

健 康 福 祉 総 務 課

医療統括監（地域医療）

企画調整スタッフ

総務情報グループ

地域福祉グループ

生活保護グループ

松江保健所スタッフ

次長（福祉・少子化）

参事
（しまね地域医療支援センター）

地域医療支援第一グループ

地 域 福 祉 課

次長

医事グループ

管理監
（済生会江津総合病院）

参事（松江保健所）

医 療 政 策 課

看護職員確保グループ

在宅医療推進スタッフ

薬 事 衛 生 課

障 が い 福 祉 課

青 少 年 家 庭 課

健 康 推 進 課 疾病療養支援グループ

就労支援スタッフ

子育て支援グループ

企画推進グループ

介護サービス企画グループ

保育支援グループ

介護サービス指導グループ

がん対策推進室

援護恩給グループ

難病支援グループ

介護サービス推進グループ

子ども・子育て支援課

食品衛生グループ

計画推進グループ

自立支援給付グループ

自立支援医療グループ

療育支援グループ

薬事・営業指導グループ

水道グループ

地域生活支援スタッフ

感染症グループ

高 齢 者 福 祉 課

医療保険第一グループ

医療保険・医療事務指導スタッフ

介護保険・介護人材スタッフ

地域医療支援第二グループ

健康増進グループ

子育て包括支援スタッフ

保健指導スタッフ

医療保険第二グループ

医師確保対策室

児童･家庭相談支援スタッフ

青少年育成スタッフ

ひとり親支援グループ

児童福祉グループ

高齢社会支援グループ

地域包括ケア推進室
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（２）地方機関

水環境科

湖沼環境スタッフ

　<県立施設>
　総合福祉センター（いきいきプラザ島根・いわみーる）
　(指定管理者へ管理委託)

医事・難病支援課

出 雲 保 健 所

相談支援課

松 江 保 健 所 総務保健部 保健環境科学研究所 企画調整・GLPスタッフ

総務企画部 総務企画課

健康増進課

健
康
福
祉
総
務
課

保健科学部 細菌科

ウイルス科

環境科学部 大気環境科

雲 南 保 健 所 総務保健部

初期対応支援スタッフ
環境衛生部

総務担当
衛生指導課

診療スタッフ
環境保全課

　<県立施設>
　松江高等看護学院(松江市医師会へ管理委託)
　石見高等看護学院(益田市医師会へ管理委託)

総務企画スタッフ

健康増進課

医
療
政
策
課

環境衛生部

環境保全課

相談支援課

判定保護課

県 央 保 健 所

健康増進課

医事・難病支援課

隠岐相談室

出雲児童相談所 総務･女性相談スタッフ

浜 田 保 健 所 総務保健部

総務企画･女性連携スタッフ

相談支援課

健
康
福
祉
総
務
課

青
少
年
家
庭
課

浜田児童相談所

総務担当

環境保全課

益田児童相談所

総務保健部

環境衛生部

総務企画スタッフ

検査課

医事・難病支援課

総務課

心の健康支援課

医事・難病支援課

環境保全課

健康福祉情報課

女 性 相 談 セ ンター

わかたけ学園 総務課

自立支援課

衛生指導課

環境保全課

総務･女性相談スタッフ

相談支援課健康増進課

総務･女性相談スタッフ

医事・難病支援課 判定保護課

判定保護課

衛生指導課

中央児童相談所

判定保護課

島根あさひ社会復帰促進センター診療所

環境保全課

益 田 保 健 所 総務保健部 総務企画スタッフ

健康増進課

西 部 分 室
環境衛生部 衛生指導課

試験課

障
が
い
福
祉
課

児童支援第一課

児童支援第二課

管理企画担当

相談支援課

地域支援課

相談判定課

食肉安全管理スタッフ

島前地域危機管理スタッフ

隠 岐 保 健 所 総務保健部 総務医事課

地域健康推進課

島前保健環境課

薬
事
衛
生
課

島前保健環境課

食肉衛生検査所 総務担当

島前地域危機管理スタッフ

検査課

環境衛生部 環境衛生課

心と体の相談センター

環境衛生部

動物管理課

医事・難病支援課

総務課

衛生指導課

動物愛護推進課

総務保健部

心の健康支援課

衛生指導課

環境衛生部

健康増進課
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健康福祉総務課 

(1) 保健所及び保健環境科学研究所に関すること。 

(2) 保健福祉統計に関すること。 

(3) 社会福祉法人恩賜財団済生会支部島根県済生会

に関すること。 

(4) 社会福祉法人島根県社会福祉事業団の業務運営

の指導に関すること。 

(5) 公益財団法人ヘルスサイエンスセンター島根の

業務運営の指導に関すること。 

(6) 総合福祉センターに関すること。 

(7) 原子力災害時における要配慮者の避難対策に関  

すること（他課の所掌に属するものを除く。）。 

 

地域福祉課 

(1) 社会福祉法人及び社会福祉施設の監査指導に関

すること。 

(2) 地域福祉の推進に関すること。 

(3) 民生委員に関すること。 

(4) 生活保護に関すること。 

(5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 

(6) 生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）  

に関すること。 

 

医療政策課 

(1) 病院、診療所その他の医療施設に関すること。 

(2) 保健医療提供体制の整備に関すること。 

(3) 救急医療対策及びへき地医療対策に関すること。 

(4) 医師、歯科医師、看護師その他の保健医療関係者 

 に関すること。 

(5) 高等看護学院に関すること。 

(6) 公益財団法人島根県環境保健公社の業務運営の

指導に関すること。 

(7) 医師の確保に関すること（医師確保対策室）。 

(8) 島根あさひ社会復帰促進センター診療所に関す

ること。 

 

 

 

 

 

健康推進課 

(1) 難病・小児慢性特定疾病に関すること。 

(2) 原爆被爆者の健康管理に関すること。 

(3) 栄養の改善及び指導に関すること。 

(4) 栄養士及び調理師に関すること。 

(5) 健康増進に関すること。 

(6) 歯科保健に関すること。 

(7) 母子保健に関すること。 

(8) 生活習慣病の予防に関すること。 

(9) 保健指導に関すること。 

(10) 保健師の指導に関すること。 

(11) 衛生教育に関すること。 

(12) 高齢者の医療の確保に関すること（他課の所掌 

 に属するものを除く。第15号において同じ。）。 

(13) 国民健康保険に関すること。 

(14) 保険医療機関及び保険薬局の指導に関すること 

（国民健康保険、後期高齢者医療及び老人保健に係 

 るものに限る。）。 

(15) 食育に関すること。 

(16) 育成医療及び肝炎医療費助成に関すること。 

(17) がん対策の推進及び総合調整に関すること 

（がん対策推進室）。 

 

高齢者福祉課 

(1) 高齢社会対策の総合調整に関すること。 

(2) 介護保険に関すること。 

(3) 老人福祉に関すること。 

(4) 介護保険事業支援計画の進行管理に関すること。 

(5) 高齢者対策の推進に関すること。 

(6) 未帰還者及び引揚者の援護に関すること。 

(7) 旧軍人軍属及びその遺族の援護に関すること。 

(8) 地域包括ケアの推進に関すること 

（地域包括ケア推進室）。 

 

 

 

 

２．各 課 の 所 掌 事 務 
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青少年家庭課 

(1) 児童福祉に関すること（保育、障がい児の福祉 

及び母子保健に関するものを除く。）。 

(2) 児童虐待の防止等に関すること。 

(3) 母子家庭、寡婦及び父子家庭の福祉に関すること。 

(4) 青少年の健全育成の推進及び総合調整に関する

こと。 

(5) 要保護女子の保護更生並びに配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護に関すること。 

(6) 児童扶養手当に関すること。 

(7) 児童相談所、わかたけ学園及び女性相談センター 

 に関すること。 

 

子ども・子育て支援課 

(1) 少子化対策の推進及び総合調整に関すること。 

(2) 児童福祉に関すること（保育に関するものに限

る。）。 

(3) 児童手当及び子ども手当に関すること。 

 

障がい福祉課 

(1) 障がい者の日常生活及び社会生活の総合的な支

援に関すること。 

(2) 身体障がい者福祉に関すること。 

(3) 知的障がい者福祉に関すること。 

(4) 精神保健及び精神障がい者福祉に関すること。 

(5) 発達障がい者の支援に関すること。 

(6) 自死総合対策の総合調整に関すること。 

(7) 島根県ひとにやさしいまちづくり条例（平成 10 

年島根県条例第25号）に関すること（他課の所掌に

属するものを除く。）。 

(8) 心と体の相談センターに関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬事衛生課 

(1) 薬剤師、理容師、美容師、クリーニング師及び製 

菓衛生師に関すること。 

(2) 旅館、興行場、公衆浴場、理容所、美容所、クリ 

ーニング所及び水泳場の衛生に関すること。 

(3) 墓地、火葬場等に関すること。 

(4) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関

すること。 

(5) 薬事及び毒物劇物に関すること。 

(6) 麻薬、向精神薬、あへん、大麻及び覚醒剤に関す  

ること。 

(7) 血液事業に関すること。 

(8) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関するこ

と。 

(9) 緊急用血清等の需給に関すること。 

(10) 水道及び飲料水に関すること。 

(11) 結核その他の感染症の疾病の予防に関すること。 

(12) 笹ヶ谷周辺地区住民健康管理事務に関すること。 

(13) 食の安全に関すること。 

(14) 食品衛生に関すること。 

(15) と畜場及びと畜に関すること。 

(16) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関するこ 

  と。 

(17) 化製場等に関すること。 

(18) 狂犬病予防及び犬による危害の防止に関するこ 

と。 

(19) 動物の愛護及び管理に関すること。 

(20) 食肉衛生検査所に関すること。 

(21) 食品表示法（平成25年法律第70号）に関する

こと。 

(22) 特定建築物の衛生管理に関すること。 

(23) ねずみ（野そを除く。）及び衛生害虫に関するこ 

 と。 

(24) 住宅宿泊事業に関すること（他課の所掌に属す  

るものを除く。）。 
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３ ． 地 方 機 関 の 概 要 
                                   平成 31 年４月１日現在 

【行政機関】 

機 関 名 概              要 所  在 

 
保健所 
(地域保健法第 5 条） 

○地域住民の健康の保持及び増進など地域における公衆衛生活 
動の中心となる機関 

○保健所の組織 
・総務保健部：総務課(総務担当)、健康増進課、 

医事・難病支援課、 
              心の健康支援課(松江、出雲) 
       (隠岐:総務医事課、地域健康推進課、 
       島前保健環境課、島前地域危機管理スタッフ) 
・環境衛生部：衛生指導課、環境保全課、検査課(浜田）、 
       動物愛護推進課（松江）、動物管理課(出雲)、 
         （隠岐:環境衛生課、島前保健環境課、     

島前地域危機管理スタッフ） 
〇松江保健所は、松江市の中核市移行に伴い、平成 30 年４月

１日に「松江市･島根県共同設置松江保健所」となった。 

松江：松江市 
雲南：雲南市 
出雲：出雲市 
県央：大田市 
浜田：浜田市 
益田：益田市 
隠岐： 
  隠岐の島町 
 （西ノ島町）
 
※所管区域： 

Ｐ８ 図１参照 

 
保健環境科学研究所 

○本県の保健・環境行政の科学的・技術的中核機関として、調 
査研究、試験検査、研修指導及び公衆衛生情報等の収集・解 
析・提供を行う試験研究機関 

（平成 21 年３月をもって公の施設機能（県民等からの依頼検  
査）を廃止。） 
（平成 24 年４月の組織改正により原子力環境センターは防災

部原子力安全対策課へ移管） 
○研究所の組織 
・総務企画部：総務企画課、健康福祉情報課、 
       企画調整・ＧＬＰスタッフ 
・保健科学部：細菌科、ウイルス科 
・環境科学部：湖沼環境スタッフ、大気環境科、水環境科 

松江市 

 
児童相談所 
(児童福祉法第 12 条) 

○地域における児童福祉の専門的相談窓口であり、児童の権利 
を保障することを主たる目的とする行政機関 

○児童虐待をはじめとする養護相談の増加に対応するため、平 
成 17 年度から市町村にも児童家庭相談窓口が設置され、児
童相談所においては専門的な知識及び技術を必要とする事例
への対応や市町村の後方支援を行うこととされている。 

○専門職員として児童福祉司、ケースワーカー、児童心理司、 
児童指導専門員、嘱託職員（弁護士・保健師・医師等）を配
置。 

○平成 17 年度から、女性相談員を配置し女性相談業務を実施 
 （隠岐相談室、出雲・浜田・益田児童相談所） 

中央：松江市 
（隠岐の島町）
出雲：出雲市 
浜田：浜田市 
益田：益田市 

（ ）は分室 

 
※所管区域： 

Ｐ８ 図２参照 

 
食肉衛生検査所 ○昭和 56 年にと畜検査体制を強化するために病理、細菌、理

化学検査室を整備して設置した検査機関 
○と畜場において、食用の目的でと殺された獣畜等について、 

と畜場法に基づく厳正な検査を実施するとともに、腸管出血 
性大腸菌など食中毒菌による食肉の汚染防止や食肉中の抗生 
物質の残留防止など安全な食肉の供給に努めている。 

○平成 29 年４月１日からと畜場に搬入された 24 ヶ月齢以上の
神経症状等を呈する牛を対象にＢＳＥスクリーニング検査を
実施するとともに特定部位（頭部（舌、頬肉を除く。）、せ
き髄及び回腸遠位部）の適正処理について指導している。 

大田市 
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【公の施設】 

機 関 名 概              要 所  在 

 

総合福祉センター 
（東部・西部） 

○[視聴覚障害者情報センター] 視覚障がい者への情報提供や
点字図書館の点字図書や録音図書等の貸出、聴覚障がい者へ
の字幕(手話)入りのビデオカセットや情報機器の貸出、視聴
覚障がいの相談業務を行う機関として東部、西部に設置(視
覚障がいは西部のみ)。島根県社会福祉事業団へ運営委託 

○[福祉人材センター] 社会福祉事業に従事する又は従事しよ
うとする者に、就業の援助、研修の企画と実施、福祉に関す
る啓発広報を行う機関として東部にセンター、西部に分室を
設置。島根県社会福祉協議会へ運営委託 

○[母子・父子福祉センター]  母子家庭等からの各種相談に応 
じ、生活指導及び生業の指導を行うとともに、その福祉のた
めの便宜を総合的に供与することを目的として東部に設置。
一般財団法人島根県母子寡婦福祉連合会へ運営委託 

○指定管理者へ施設の管理を委託 

東部：松江市
（いきいきプラザ島根内）
西部：浜田市
    （いわみーる内）
※詳細： 

P9 別表参照 

 

島根あさひ社会復帰 
促進センター診療所 

○平成 20 年 10 月に開設された「島根あさひ社会復帰促進セン
ター（犯罪傾向の進んでいない男子受刑者 2,000 人を収容す
る刑務所）」内に設置されている受刑者向けの診療所 

○県が国から診療所の管理運営を受託 

浜田市 

 

松江高等看護学院 
＜業務委託＞ 

○准看護師が看護師を目指すための養成所（２年課程）。 
修業年限３年の定時制 

○一般社団法人松江市医師会へ管理運営業務を委託 
松江市 

 
石見高等看護学院 
＜業務委託＞ 

○高校卒業者等が看護師を目指すための養成所（３年課程）。
修業年限３年の全日制 

○公益社団法人益田市医師会へ管理運営業務を委託 
益田市 

 
わかたけ学園 
〔児童自立支援施設〕 
（児童福祉法第 44 条） 

○不良行為を行うおそれのある児童や生活指導を要する児童を
入所させて、必要な指導を行い、その自立を支援する施設 

○平成２年度から施設内に小・中学校分校を併置して学校教育
を実施 

松江市 

 
女性相談センター 
（売春防止法第 34 条）

◯日常生活上の様々な悩みを抱える女性やＤＶ被害者等からの 
相談に応じ、情報提供、助言指導、一時保護、自立支援等の
業務を行う機関 

◯「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法
律」に基づく、「配偶者暴力相談支援センター」としての機
能も有する。 

○性暴力被害者支援センター「たんぽぽ」として、性暴力被害 
に特化した相談専用電話を設置し、医療、心理、法律相談等
の総合的な支援を行う。 

松江市、 
（大田市） 
（ ）は分室 

 

心と体の相談センター 
（身体障害者福祉法 

第 11 条） 
（知的障害者福祉法 

第 12 条） 
（精神保健福祉法※1 

第 6 条） 
（障害者総合支援法※2 

第 78 条） 

○18 歳以上の身体障がい者・知的障がい者を対象とし、専門的
立場からの相談、判定、指導のほか市町村の依頼による医学
的、心理学的、職能的判定を行う。 

○保健所等関係機関への技術的援助・協力を行うほか、精神障
がい者に関する相談のうち、複雑または困難なものを対象と
した業務を行う。 

○専門職として、医師、心理判定員、職能判定員、ケースワー
カー等を配置 

松江市 

 ※1 精神保健福祉法：精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 
 ※2 障害者総合支援法：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 
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図１ 保健所の所管区域 
平成31(2019)年４月１日現在  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

図２ 児童相談所の所管区域 
平成31(2019)年４月１日現在  
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津和野町 

益田市 
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大田市

川本町 飯南町 

雲南市 

出雲市 

奥出雲町 

松
江
市 

海士町 

西ノ島町 

知夫村 

雲南保健所 

浜田保健所 

県央保健所

隠岐保健所 

益田保健所 

隠岐の島町 

江津市 美郷町 

邑南町 

安来市 

松江市･島根県共同設置

松江保健所 

出雲保健所 

吉賀町 

津和野町 

益田市 

浜田市

大田市

川本町 飯南町 

雲南市 

奥出雲町 

松
江
市 
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西ノ島町 

知夫村 

浜田児童相談所

中央児童相談所 

（隠岐相談室） 

益田児童相談所 

隠岐の島町 

江津市 美郷町 

邑南町 

安来市 

中央児童相談所 

出雲児童相談所 

出雲市 
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〔別 表〕 

いきいきプラザ島根といわみーる 

 

 いきいきプラザ島根 いわみーる 

オープン 平成７(1995)年７月 平成 12(2000)年４月 

所 在 地 松江市東津田町 1741 番地 3 浜田市野原町 1826 番地 1 

 

面  積 
敷地面積：12,387 ㎡ 

延床面積：10,971 ㎡ 

敷地面積：12,375 ㎡ 

延床面積：6,776 ㎡ 

 

建物構造 本館：ＲＣ５Ｆ 

実習棟：ＲＣＩＦ 

温室：Ｓ１Ｆ 

本館：ＲＣ４Ｆ 

実習棟：ＳＩＦ 

温室：Ｓ１Ｆ 

入居施設 
県立東部総合福祉センター 県立西部総合福祉センター 

 聴覚障害者情報センター 

福祉人材センター 

母子・父子福祉センター 

貸出施設（研修室、体育室等） 

 西部視聴覚障害者情報センター 

福祉人材センタ－石見分室 

貸出施設（研修室、体育室等） 

 

県立心と体の相談センター 

 

県立西部社会教育研修センター 

その他の主な施設 その他の施設 

 松江市・島根県共同設置松江保健所 

松江市（保健衛生課） 

シマネスクくにびき学園東部校 

社会福祉法人いのちの電話 

社会福祉法人島根県社会福祉協議会 

社会福祉法人島根県社会福祉事業団 

社会福祉法人島根県共同募金会 

特定非営利活動法人島根県障がい者 

就労事業振興センター東部事務所 

一般財団法人島根県母子寡婦福祉連合会 

公益財団法人島根県消防協会 

一般社団法人島根被害者サポートセンター

しまね東部若者サポートステーション 

 シマネスクくにびき学園西部校 

社会福祉法人いのちの電話 

社会福祉法人島根県社会福祉協議会 

石見支所 

浜田公証役場 

特定非営利活動法人島根県障がい者 

就労事業振興センター西部事務所 

一般社団法人しまね縁結びサポートセンター

しまね西部若者サポートステーション 
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Ⅱ．健康福祉部の政策･施策体系 
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【基本目標】

基本目標Ⅰ　活力あるしまね

基本目標Ⅱ　安心して暮らせるしまね

　政策Ⅱ－１　安心対策の推進

担当課
主要事業
掲載頁

施策Ⅱ－１－１　危機管理体制の充実・強化

感染症の医療体制整備事業 薬事衛生課 38
施策Ⅱ－１－２　消防防災対策の推進

被災者への支援事業 地域福祉課

災害福祉広域支援ネットワーク体制整備事業 地域福祉課

風水害震災時の医療体制整備 医療政策課

施策Ⅱ－１－３　原子力安全・防災対策の充実・強化

原子力災害時の医療体制整備 医療政策課

施策Ⅱ－１－８　食の安全の確保

食品衛生対策推進事業 薬事衛生課 39
カネミ油症・森永ミルク中毒被害者検診・支援事業 薬事衛生課

食品流通対策事業 薬事衛生課

　政策Ⅱ－２　健康づくりと福祉の充実

担当課
主要事業
掲載頁

施策Ⅱ－２－１　健康づくりの推進

保健福祉情報の収集・提供事業 健康福祉総務課

健康長寿しまね推進事業 健康推進課 23
生活習慣病予防対策事業 健康推進課 24
食育推進基盤整備事業 健康推進課 24
80歳20本の歯推進事業 健康推進課 23
地域保健関係職員研修事業 健康推進課

特定医療費等助成事業 健康推進課 24
小児慢性特定疾病対策事業 健康推進課 24
難病相談・支援事業 健康推進課

アレルギー対策推進事業 健康推進課 26
原爆被爆者対策事業 健康推進課

肝炎医療費助成事業 健康推進課 25
精神保健推進事業 障がい福祉課

感染症予防対策推進事業 薬事衛生課 38
エイズ予防対策推進事業 薬事衛生課

結核予防対策推進事業 薬事衛生課 39
公害健康被害対策推進事業 薬事衛生課

１．島根総合発展計画(第３次実施計画)　

施策・事務事業名

施策・事務事業名
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　政策Ⅱ－２　健康づくりと福祉の充実

担当課
主要事業
掲載頁

施策Ⅱ－２－２　地域福祉の推進

総合福祉センター維持管理運営事業 健康福祉総務課

しまね流福祉のまちづくり推進事業 地域福祉課

地域福祉セーフティネット推進事業 地域福祉課 18
民生委員活動推進事業 地域福祉課 18
福祉人材確保・育成事業 高齢者福祉課 28
介護人材確保対策事業（総合確保基金分） 高齢者福祉課 28
社会福祉施設等の整備促進事業 地域福祉課

福祉サービス改善支援事業 地域福祉課

福祉サービス利用支援事業 地域福祉課

社会福祉法人指導事業 地域福祉課

生涯現役社会づくり推進事業(県民意識啓発) 高齢者福祉課

新たな共助の仕組みづくり推進事業 高齢者福祉課 28
高齢者介護予防推進事業 高齢者福祉課 27
介護保険制度運営支援事業 高齢者福祉課 27
介護保険制度施行支援事業 高齢者福祉課 28
介護保険低所得者利用負担対策事業 高齢者福祉課

介護サービス適正実施指導事業 高齢者福祉課

ケアマネジャー総合支援事業 高齢者福祉課

軽費老人ホーム運営事業 高齢者福祉課

療養病床再編推進事業 高齢者福祉課 28
認知症施策推進事業 高齢者福祉課 27
介護施設等整備事業（総合確保基金分） 高齢者福祉課 27
介護施設等整備推進事業（総合確保基金分） 高齢者福祉課 27
介護人材確保対策事業 高齢者福祉課 28
地域包括ケア推進事業 高齢者福祉課 27

施策Ⅱ－２－４　障がい者の自立支援

障がい者施策推進事業 障がい福祉課 36
障がい者相談事業 障がい福祉課

障がい者手当等給付事業 障がい福祉課

障がい者施設等整備事業 障がい福祉課 37
障がい者自立支援給付制度運営事業 障がい福祉課

障がい者自立支援給付事業 障がい福祉課

障がい者自立支援医療等給付事業 障がい福祉課

障がい児施設等給付費 障がい福祉課

障がい者地域生活支援事業 障がい福祉課

子ども発達支援事業 障がい福祉課 36,37
障がい者利用施設運営事業 障がい福祉課

障がい者就労支援事業 障がい福祉課 36
心と体の相談センター運営費 障がい福祉課

施策Ⅱ－２－５　生活衛生の充実

生活衛生団体等の育成事業 薬事衛生課

医薬品等の安全確保事業 薬事衛生課

水道施設・水道水質の維持管理事業 薬事衛生課

動物管理対策事業 薬事衛生課 39
施策Ⅱ－２－６　生活援護の確保

生活保護費の給付事業 地域福祉課

自立支援事業 地域福祉課

行旅病人等への支援事業 地域福祉課

生活困窮者支援・子どものセーフティネット推進費 地域福祉課 18
旧軍人及び未帰還者等援護事業 高齢者福祉課 28

施策・事務事業名

施策Ⅱ－２－３　高齢者福祉の推進
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　政策Ⅱ－３　医療の確保

担当課
主要事業
掲載頁

施策Ⅱ－３－１　医療機能の確保

地域医療の連携推進 医療政策課 22
救急医療体制の整備 医療政策課 22
しまねがん対策強化事業 健康推進課 26
へき地等医療支援事業 医療政策課

移植医療の推進 医療政策課

精神医療提供事業 障がい福祉課

血液対策事業 薬事衛生課

在宅医療の推進事業 健康推進課

医療従事者確保対策事業 健康推進課

後期高齢者医療支援事業 健康推進課 25
国民健康保険支援事業 健康推進課 25
医療費適正化対策費 健康推進課

保険医療機関等指導事業 健康推進課

国民健康保険財政運営事業 健康推進課 25
施策Ⅱ－３－３　医療従事者の養成・確保

地域医療を支える医師確保養成対策事業 医療政策課 20
看護職員等医療従事者確保対策事業 医療政策課 21
医療従事者確保対策事業 薬事衛生課

　政策Ⅱ－４　結婚・出産・子育て支援の充実

担当課
主要事業
掲載頁

施策Ⅱ－４－１　結婚支援の充実

結婚対策強化事業 子ども・子育て支援課 35
施策Ⅱ－４－２　妊娠・出産支援の充実

お産あんしんネットワーク事業 健康推進課 23
女性の健康相談事業 健康推進課 23
不妊治療支援事業 健康推進課 23

施策Ⅱ－４－３　子育て支援の充実

みんなで子育て応援事業（こっころ事業） 子ども・子育て支援課

仕事と家庭の両立支援事業 子ども・子育て支援課

子育て支援事業 子ども・子育て支援課 32
保育所等運営支援事業 子ども・子育て支援課 33,34
保育所等整備支援事業 子ども・子育て支援課

地域の子育て支援事業 子ども・子育て支援課 34
子育てに関する経済的負担対応事業 子ども・子育て支援課 32
放課後児童クラブ支援事業 子ども・子育て支援課 35
親と子の医療費助成事業 健康推進課 24
母と子の健康支援事業 健康推進課 23

施策Ⅱ－４－４　子育て福祉の充実

子どもと家庭相談体制整備事業 青少年家庭課 29
子どもと家庭特定支援事業 青少年家庭課 29
施設入所児童支援事業 青少年家庭課 29
里親委託児童支援事業 青少年家庭課 29
母子家庭等自立支援事業 青少年家庭課 30
母子家庭等経済支援事業 青少年家庭課

　政策Ⅱ－５　生活基盤の維持・確保

担当課
主要事業
掲載頁

施策Ⅱ－５－６　居住環境づくり

ひとにやさしいまちづくり推進事業 障がい福祉課

施策・事務事業名

施策・事務事業名

施策・事務事業名
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基本目標Ⅲ　心豊かなしまね

　政策Ⅲ－１　教育の充実

担当課
主要事業
掲載頁

施策Ⅲ－１－３　青少年の健全な育成の推進

困難を有する子ども・若者支援事業 青少年家庭課 30
青少年を健やかに育む意識向上事業 青少年家庭課

（青少年を取り巻く地域環境浄化事業） 青少年家庭課

　政策Ⅲ－３　人権の尊重と相互理解の促進

担当課
主要事業
掲載頁

施策Ⅲ－３－１　人権施策の推進

ハンセン病療養所入所者等支援事業 健康推進課 26
施策Ⅲ－３－２　男女共同参画の推進

女性相談事業 青少年家庭課 31
ＤＶ被害者等保護事業 青少年家庭課 31

施策・事務事業名

施策・事務事業名
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468,653,503 452,000,337 16,653,166 3.7

74,108,947 71,210,934 2,898,013 4.1

事 業 費 2,453,609 2,524,325 ▲ 70,716 ▲ 2.8

一般財源 2,133,736 2,209,599 ▲ 75,863 ▲ 3.4

事 業 費 1,243,803 1,342,393 ▲ 98,590 ▲ 7.3

一般財源 1,081,150 1,171,729 ▲ 90,579 ▲ 7.7

事 業 費 10,314,921 10,239,270 75,651 0.7

一般財源 7,067,779 6,688,489 379,290 5.7

事 業 費 20,286,266 20,683,536 ▲ 397,270 ▲ 1.9

一般財源 18,673,485 19,170,401 ▲ 496,916 ▲ 2.6

事 業 費 15,407,205 13,976,779 1,430,426 10.2

一般財源 13,424,397 12,938,016 486,381 3.8

事 業 費 3,005,644 2,882,239 123,405 4.3

一般財源 2,133,586 2,042,372 91,214 4.5

事 業 費 9,423,516 8,298,978 1,124,538 13.6

一般財源 8,602,694 8,075,511 527,183 6.5

事 業 費 9,860,975 9,888,448 ▲ 27,473 ▲ 0.3

一般財源 7,883,425 7,772,369 111,056 1.4

事 業 費 2,113,008 1,374,966 738,042 53.7

一般財源 675,676 613,029 62,647 10.2

事 業 費 74,108,947 71,210,934 2,898,013 4.1

一般財源 61,675,928 60,681,515 994,413 1.6

事 業 費 284,512 271,556 12,956 4.8

一般財源 0 0 0 0.0

事 業 費 65,413,176 65,259,948 153,228 0.2

一般財源 0 0 0 0.0

事 業 費 465,463 449,313 16,150 3.6

一般財源 0 0 0 0.0

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

１．一般会計

 （１）県全体の状況

 （２）健康福祉部課別の状況

２．特別会計

う ち 健 康 福 祉 部

健 康 福 祉 総 務 課

増減率

区　　分

区　　　　　　　　分

県 予 算

平成30年度
当初予算額

増減率

増減額

増減額

平成30年度
当初予算額

課　　　名

地 域 福 祉 課

平成31年度
当初予算額

平成31年度
当初予算額

２．平成31(2019)年度当初予算の概要

高 齢 者 福 祉 課

薬 事 衛 生 課

健 康 推 進 課

医 療 政 策 課

青 少 年 家 庭 課

障 が い 福 祉 課

（単位：千円、％）

子 ど も ・ 子 育 て
支 援 課

島根県母子父子寡婦
福 祉 資 金 特 別 会 計

健 康 福 祉 部 計

増減率増減額会　計　名 区　　分

島根県立島根あさひ
社会復帰促進センター
診 療 所 特 別 会 計

平成30年度
当初予算額

島根県国民健康保険
特 別 会 計

平成31年度
当初予算額
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３．平成 31(2019)年度 課別主要事業 

 
 
 
 

地域福祉課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 
 

医療政策課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 
 
     健康推進課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

 
高齢者福祉課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

 
青少年家庭課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

 
子ども・子育て支援課 ・・・・・・・・・・・・・ ３１ 

 
障がい福祉課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５ 

 
薬事衛生課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１ 予算額は、H31（2019）年度当初予算 

注２ 予算額の後の（ ）は、H30 年度当初予算 

１８

２０

２３

２７

２９

３２

３６

３８
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主要事業の概要（地域福祉課） 
                                      

１ 生活困窮者支援・子どものセーフティネット推進費      15,326 千円（408千円） 

 ◆「生活困窮者自立支援法」に基づく相談支援事業の質の確保・向上、経済的生活困窮者の早期

自立に向けた体制を整備 

 （１）相談支援に従事する職員に対する研修の実施 

 ◆「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づき策定した県計画の進捗状況を管理 

（１）有識者会議の開催や、市町村等との連携体制の構築 

新（２）次期県計画策定のため、子どもの生活に関する実態調査の実施 

 

２ 民生委員活動推進事業                            126,850 千円（123,947千円） 

 ◆民生委員・児童委員は、住民ニーズの多様化に伴い、分かりやすい情報提供や日常生活への援    

助等住民の立場に立った活動が期待されている。 

  その活動を支えレベルアップを図るため、活動費の支給や研修機会の提供等を行う。 

  また、民生委員活動を周知し、活動しやすい環境づくりを図る。 

 （１）民生委員活動費 

    民生児童委員の活動費を支給 

 （２）法定単位民生児童委員協議会活動費補助 

    各民生児童委員が連携をとりながら一体的な活動を行うための基盤である法定単位民生  

児童委員協議会へ活動費を補助 

 （３）民生委員研修費 

    民生委員経験別研修を実施し、民生委員の資質向上を図る 

 （４）民生委員・児童委員一斉改選 

    「民生委員法」に基づく３年間の任期満了に伴う全国一斉改選 

 

３ 地域福祉セーフティネット推進事業                    12,813 千円（10,927千円） 

 ◆すべての県民が住み慣れた地域で生活できるよう、身近な生活区域で必要な福祉サービスを

受けたり、お互いの支え合いや見守りなどの支援により、安心して暮らしていける仕組みづく

りを推進 

 （１）コミュニティソーシャルワーカーの研修 

 （２）地域の福祉教育の推進 

  （３）ボランティアセンターの運営支援 
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４ 再犯防止等推進事業                        21,270 千円（0千円） 

◆「再犯防止等の推進に関する法律」に基づき、地域における効果的な再犯防止対策の在り方に

ついて検討のうえ、再犯防止を推進することにより、県民が安全・安心に暮らすことのできる

社会の実現を図る。                        3,231 千円 

（１）更正支援コーディネーター養成事業 

（２）再犯防止広報・啓発事業 

◆矯正施設入所者のうち、高齢又は障がいを抱え、退所後も親族等の引受先がない者に対し、保

護観察所等関係機関と連携を取りながら、矯正施設入所中から退所後速やかに適切な福祉サー

ビスを受けられるよう支援する（障がい福祉課からの移管事業）。  18,039 千円 

（１）島根県地域生活定着支援センターの設置 
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主要事業の概要（医療政策課） 
※《 》は医療介護総合確保基金計画事業で内数 

 

 

 １ 地域医療を支える医師確保養成対策事業        809,186千円  （793,872千円） 

                          《内 439,638千円》(《内 425,836千円》) 

 

◆離島、中山間地域における深刻な医師不足等に対応するため、医師確保養成対策を実施。 

 

（１）現役の医師を『呼ぶ』対策                                    24,742千円 

                                     《内 2,250千円》 

① 県外医師等の招へい 

② 地域勤務のための医師の研修 

 

 

（２）地域医療を担う医師を『育てる』対策                         616,791千円 

                                                                 《内359,036千円》 

① 自治医科大学運営費負担 

② 医学生向け奨学金貸与 

・島根大学  

地域枠（推せん）         １０名（H31新規貸与枠） 

緊急医師確保対策枠（推せん）   ５名（ 〃 ） 

県内定着枠（一般選抜）      ７名（ 〃 ） 

      ・鳥取大学 島根県枠           ５名（ 〃 ） 

・全国大学枠               ５名（ 〃 ） 

③ 産婦人科等研修医向け研修資金の貸与      ４名（H31新規貸与枠） 

④ 島根大学医学部等における医師の養成を支援 

・島根大学医学部に寄附講座を設置 

・鳥取大学医学部の研修・教育環境整備の支援 

⑤ 一般社団法人しまね地域医療支援センターの運営 

 

 

  （３）地域勤務医師を『助ける』対策                              167,653千円 

                                    《内 78,352千円》 

① 県立病院等からの代診医派遣 

② 勤務環境改善等の財政支援 

③ 周産期医療体制確保のための医師の処遇改善（分娩業務手当等の助成） 
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 ２ 看護職員等確保対策事業                640,696千円  （590,188千円） 

                          《内199,676千円》（《内226,444千円》） 

                       ※［医療政策課637,777千円、健康推進課2,919円］ 

 

◆必要な医療提供体制を確保するため、看護職員の確保対策を実施。また、各種研修事業の充実により、

看護職員の資質向上を図る。 

 

（１）県内進学促進対策                            406,342千円 

                                                               《内91,219千円》 

① 県立高等看護学院（松江・石見）において看護師を養成            

② 民間看護師等養成所の運営費に対する支援 

 

 

（２）県内就業促進対策                                           100,777千円 

                                                               《内19,456千円》 

新 ① 県外の看護学生のＵＩターン者を対象に奨学金を創設 

（島根「ふるさと」看護奨学金 ＵＩターン枠）（H31貸与枠30名）  

新 ② 過疎地域・離島の病院等に就職する看護学生を対象に奨学金を貸与 

  （島根「ふるさと」看護奨学金 過疎地域・離島枠）（H31貸与枠20名） 

 

 

（３）離職防止・再就業促進対策                              67,763千円 

                                                             《内54,343千円》 

① 県ナースセンターを指定して無料職業紹介等を実施 

② 新人看護職員の合同卒後研修、教育担当者研修を実施 

③ 民間病院の院内保育所運営費に対する支援 

 

 

（４）資質向上                                                     59,814千円 

                                                                   《内34,658千円》 

① 管理者研修、リーダー研修等の実施 

② 医療施設間での助産師の出向・受入を支援 

新 ③ 医師等の判断を待たずに一定の診療の補助ができる看護師の研修機関を設置 

④ 医師等の判断を待たずに一定の診療の補助ができる看護師の研修受講支援 

⑤ 認知症認定看護師の養成 

⑥ 緩和ケア研修の実施（健康推進課事業） 

 

 

（５）助産師確保対策                                            6,000千円 

                                                                    

新 ① 助産師として県内に就職する看護学生を対象に奨学金を貸与 

（島根「ふるさと」看護奨学金 助産師枠）（H31貸与枠10名） 
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 ３ 地域医療提供体制構築事業                   656,795千円 （1,197,869千円） 

                                         《内458,942千円》（《内924,385円》） 

◆医療提供体制の維持・強化のために必要な施設・設備の整備を支援するとともに、地域包括ケア病床

への転換など、各医療圏域で合意が得られた医療機関間の機能分担・連携に対する支援等を行う。 

（１）医療機能の確保・充実のための施設設備整備の支援 

（２）病床機能転換等に伴う施設設備整備、人材確保の支援 

（３）医療機能の分化・連携を推進する取組への支援  

 

 

  

 ４ 在宅医療の推進事業                                     84,901千円  （84,173千円） 

                                          《内84,901千円》（《内84,173千円》） 

◆地域包括ケア推進のため、訪問診療や訪問看護を行う医療機関への支援を行い、在宅医療の充実を図

る。 

（１）条件不利地域で在宅医療を行う病院や訪問看護ステーション等の運営を支援 

（２）訪問診療用機器整備の支援 

（３）在宅医療に係る人材の育成 

（４）病床機能の転換や在宅医療を推進するため、病院等との調整を行う人材を配置 

 

 

  

 ５ 医療介護連携ＩＴシステム構築支援事業                563,381千円  （235,477千円） 

                                      《内563,381千円》（《内235,477千円》） 

◆地域包括ケア推進のため、県内の医療機関の役割分担と連携促進を図り、医療の質の向上と在宅医療

を推進するための情報基盤整備を行う。 

（１）医療情報ネットワーク（まめネット）基盤の運営への支援、連携アプリケーション改修 

（２）電子カルテ整備改修支援 

 

 

  

 ６ ドクターヘリ運航事業                    374,168千円 （353,647千円） 

                                                      

◆救急医療の確保・充実を推進するため、ドクターヘリの運航により患者搬送体制の強化を図る。 

（１）国庫補助事業による運航委託 

（２）地域医療再生基金（ＪＡ寄付分）を活用した補助限度額超過分の運航 

（３）中国５県広域連携負担金 
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主要事業の概要（健康推進課） 

 

 １ 子どもから大人までの健康づくりの推進          359,645 千円（256,307 千円） 

 

 (1) 母子保健の推進                                    228,899 千円（193,586 千円） 

親と子が健やかに暮らせるよう、健やか親子しまね計画のもと、妊娠、周産期や小児・

思春期を通じた親と子の心と身体の健康づくりを推進する。 

特に、安心して子育てができる環境を実現するため、市町村での妊娠・出産・子育てへ

の切れ目ない相談・支援体制づくりの支援について取り組む（しまね子育て安心サポート

事業）。 

① 母と子の健康支援事業 

・効果的な母子保健対策のため、母子保健従事者のスキルアップ研修会などを実施 

     ・妊娠期からの切れ目のない支援を行うために市町村の体制整備を支援 

・子育て世代包括支援センターの開設や産後ケアを実施する市町村を支援 

② 女性の健康相談事業 

・不妊に関する専門相談の実施、不妊対策に関する諸課題の検討 

・思春期の健康に関する専門相談の実施、行政機関等関係者に対する研修会の実施 

      ③ お産あんしんネットワーク事業 

・妊娠から新生児期に対する高度専門的な医療を提供する周産期医療体制の整備 

      ④ 不妊治療支援事業 

・不妊に悩む夫婦の不妊治療への参加を支援するため、治療費等の一部を助成 

・早期からの不妊治療を促進するために男性の不妊検査費用の一部を助成 
 

 (2) 健康長寿しまねの推進                               10,843 千円（10,907 千円） 

第二次健康長寿しまね推進計画の後期に向けて、健康寿命延伸を目標に、関係機関・団

体、行政が一体となり、健康なまちづくりを目指す県民運動を推進する。 

① 健康長寿しまね推進事業 

・県民一人ひとりが健康長寿をめざす「１１
い い

目標」による健康づくりの啓発     

・高齢者の健康づくり、介護予防の取組 

② 80 歳 20本の歯推進事業 

・第２次島根県歯と口腔の健康づくり計画により、関係機関と連携した歯科保健活

動を推進 
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 (3) 食育の推進                                5,988 千円（6,508 千円）一部再掲 

島根県食育推進計画第三次計画により、「おいしい・たのしい・ためになる」をキー 

ワードに、健全な食生活が実践できるように推進する。 

① 健康な食推進事業 

・スーパーなど県民の身近な場所で健康な食についての啓発      

② 食育推進啓発事業 

・郷土食や伝統食、朝食づくりの体験を通じた啓発 
 

 (4) 生活習慣病予防の推進                             113,915 千円（45,306 千円） 

糖尿病や脳卒中など生活習慣病の予防や早期発見、重症化予防のための体制整備や、健

康増進事業等により市町村を支援 

① 糖尿病対策連携推進事業 

・地域特性に応じた糖尿病発症予防と適正管理による重症化予防の啓発、体制整備、

市町村支援 

② 脳卒中情報収集活用事業 

・特に若い世代の男性の脳卒中発症予防として職域と連携した高血圧対策の推進 

③ 地域・職域連携健康づくり推進事業 

・働き盛り世代からの生活習慣病予防を目指し、関係機関や民間企業と連携した、

事業所の健康づくり・健康経営の取組を支援 

④ たばこ対策推進事業 

・島根県たばこ対策指針により「未成年者の喫煙防止」「禁煙支援」等を重点的に

推進 

  新 ⑤ 受動喫煙防止対策事業 

・健康増進法が改正されたことにより、受動喫煙防止対策を強化し、望まない受動喫

煙をなくす取組を推進 

  新 ⑥ 健康増進施設整備事業 

・生活習慣病等の疾病予防対策を推進するため、検診等の拠点となる農村検診センタ

ーの整備に対する補助 

 

２ 各種医療費助成制度                 2,047,458 千円(1,926,169 千円) 

 

 (1) 難病対策・小児慢性特定疾病対策事業            1,327,053 千円(1,205,190 千円) 

     難病患者及び小児慢性特定疾病患者に対して自己負担上限額を設けて医療費を助成 
 

 (2) 乳幼児等医療費助成事業                              557,170 千円(578,644 千円) 

   小学校就学前の乳幼児等を対象に、自己負担を 1割に軽減し、さらに負担上限額を超え

る額を助成（上限額：入院 2,000 円、外来 1,000 円、薬局無料） 

― 24 ―



 (3) 肝炎医療費助成事業                              163,235 千円(142,335 千円) 

・B型及び C型ウイルス性肝炎に対する抗ウイルス療法を対象に、毎月の自己負担上限

額を超えた医療費を助成 

 ・肝炎ウイルスに起因する肝がん及び重度肝硬変患者のうち、一定の要件を満たす者に

ついて入院費の自己負担額の一部を助成 

 

３ 国民健康保険・後期高齢者医療支援事業等    

 

 (1) 国民健康保険財政運営事業（特別会計）        65,413,176 千円(65,259,948 千円) 

国民健康保険の財政運営の責任主体として、特別会計を設置したうえで国民健康保険を

運営 

① 保険給付費等交付金 

・市町村に対し、療養の給付等の費用や市町村の個別事情に着目した交付金を交付 

② 保険財政安定化基金事業費 

・給付増や保険料収納不足により財源不足となった場合や、保険料の激変緩和が必

要となった場合に備え、財政安定化基金を設置し貸付・交付を実施 
 

 (2) 国民健康保険支援事業（一般会計）  ※(1)と一部重複 6,107,621 千円(6,568,924 千円) 

国民健康保険制度の安定運営のため、法に基づいた各種支援策を講じる。 

① 保険基盤安定負担金（事業主体：市町村） 

・低所得者の保険料（税）の軽減相当額及び軽減世帯数に応じた平均保険料（税）額

の一定割合を補填 

② 国民健康保険特別会計繰出金 

・法に基づく県負担分及び事業運営に要する費用 
 

 (3) 後期高齢者医療支援事業                        10,739,888 千円(10,852,004 千円) 

後期高齢者医療制度の安定運営のため、法に基づいた各種支援策を講じる。 

① 医療給付費負担金（事業主体：後期高齢者医療広域連合） 

・医療給付費の一定割合を負担 

② 保険基盤安定負担金（事業主体：市町村） 

・低所得者の保険料の軽減相当額の一定割合を補填 
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４ ハンセン病療養所入所者等支援事業                  1,503 千円(1,501 千円) 

 

島根県藤楓協会と協力して、ハンセン病療養所入所者のふるさとでの交流を図るとともに、

ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発を行い、偏見・差別の解消を目指す。 

 

５ アレルギー対策推進事業                           537 千円(537 千円) 

 

  アレルギー疾患対策を総合的に推進し、アレルギー疾患患者の生活の質の向上を目指す。 

   ・アレルギー疾患医療連絡協議会、研修会の開催、普及啓発 

 

６ がん対策の推進                          105,815千円（123,504千円） 

 

 (1) 科学的根拠に基づくがん検診受診の充実促進        6,415 千円(26,274 千円) 

がん検診の精度管理や働き盛り世代への受診率向上対策など、市町村や検診機関等と一

体となった取組を実施 

① かかりつけ医から働き盛り世代の県民に受診勧奨を実施 

新 ② 精密検査未受診者に対して個別の受診勧奨・再勧奨を実施 
 

 (2) がん医療水準の向上                  59,365 千円(58,975 千円) 

   がん診療連携拠点病院のない圏域におけるがん診療体制を強化 

① 益田赤十字病院の国指定病院化に向けた取組を支援 

② 地域の病院と拠点病院との連携を支援 
 

 (3) 緩和ケアの推進                      5,656 千円(6,039 千円) 

   圏域ごとの緩和ケアネットワークの取組を支援 
 

 (4) がん患者等への支援                  12,072 千円(12,029 千円) 

がん患者のライフステージ別課題に対応できるように相談支援を充実 

 ① 30 歳代までのがん患者とその家族の実態調査の結果を受け、その課題解決のための検

討を実施 

② がん患者の治療による外見の変化を補うケアの重要性を周知し、がん患者の社会参加

を促すため、講演・相談会の実施及び医療用ウイッグ等の購入費を助成 
 

 (5) がん教育の推進                     10,666 千円(8,846 千円) 

子どもへの学校教育と大人への社会教育によりがん教育を推進 

① 学校で効果的な授業を行うための外部講師の養成を実施 

② 健康づくり・健康経営に取り組む事業所を「しまね☆まめなカンパニー」として認定

し、支援を実施 
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主要事業の概要（高齢者福祉課） 

 

《  》は医療介護総合確保基金計画事業の内数 

 

 １ 地域包括ケア推進事業                       8,000 千円（8,000 千円） 

◆医療、介護、予防等のサービスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の構築に

向け、県内各圏域において、市町村の取組を支援する。 

 （１）保健所による市町村の取組支援 

 （２）県全体の体制整備（関係機関連絡会議、担当者会議、研修会等の開催） 

 

 ２ 高齢者介護予防推進事業                   685,443 千円（687,033 千円） 

◆市町村における地域包括支援センターの運営や介護予防事業の実施等の取組を支援する。 

 （１）地域支援事業交付金の交付                     684,966 千円 

        ・総合事業  ：県 12.5% 市町村 12.5% 国 25% 保険料 50% 

    ・その他の事業：県 19.25% 市町村 19.25% 国 38.5% 保険料 23% 

（２）地域包括支援センターの職員を対象とした研修や意見交換会の実施      477 千円 

 
 ３ 認知症施策推進事業                   70,523千円（64,761千円） 

  《内 16,004 千円》（《内 14,391 千円》） 

◆認知症に関する正しい知識と理解に基づく支援につながるよう、総合的かつ継続的な支援

体制を確立する。 

（１）地域における認知症の方への支援体制の充実             41,697 千円 

《内 13,887 千円》 

① 認知症疾患医療センター（基幹型、地域型、連携型）の運営 

② 早期診断・早期対応のための人材育成 

③ 認知症コールセンター、若年性認知症相談支援センターの設置・運営 

（２）介護指導者及び介護従事者を対象とした認知症介護研修の実施     28,455 千円 

《内 2,117 千円》 

 
 ４ 介護給付費負担金等                  11,903,823 千円（11,469,821 千円） 
◆介護（予防）給付費及び第１号保険料の軽減に係る県負担金 

（１）介護保険法に基づく介護給付費及び介護予防給付費の県負担金   11,762,750 千円 

・負担割合：県 12.5% 市町村 12.5% 国 25% 保険料 50% 

ただし、施設等に係る給付分については、県 17.5% 国 20% 

（２）低所得者の第１号保険料の軽減強化に係る県負担金         141,073 千円 

 
 ５ 介護施設等整備推進事業               1,382,301 千円（551,443 千円） 

         《内 1,242,598 千円》（《内 358,486 千円》） 

◆第 7期介護保険事業計画に基づき介護施設の整備及び開設準備を進める。 

 （１）介護施設等の整備に関する事業                    1,242,598 千円  

 《内 1,242,598 千円》 
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① 地域密着型サービス施設等の整備への助成 

・認知症対応型共同生活介護事業所 等 16 施設 

・特別養護老人ホーム（多床室）のプライバシー保護のための改修 76 床 

・介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備 212 床 

② 介護施設（広域型を含む）の開設準備経費等への支援 

・開設等予定 認知症対応型共同生活介護事業所 等 18 箇所 

（２）広域型特別養護老人ホーム等の整備への助成              121,203 千円 

・改築 １施設 

（３）医療機関が医療療養病床を介護施設等へ転換するための整備への助成  18,500 千円 

・〔助成先〕2 病院 37 床 

 
 ６ 介護人材確保対策事業                          254,039 千円（171,064 千円） 

《内 187,962 千円》（《内 171,064 千円》） 
◆介護の仕事のイメージアップ、多様な人材の確保、離職の防止を柱に取組を進める。 

（１）介護や介護の仕事に関する普及啓発イベントを関係機関と共同で実施 

（２）介護人材の確保、定着に取組む市町村及び保険者支援 

（３）中高年齢等への入門的研修会を実施 

（４）訪問看護支援ステーションが潜在看護師を雇用した場合の支援、病院から訪問 

看護ステーションへの出向研修支援 

（５）在宅医療・介護連携を進めるための研修会や圏域ごとの検討会を実施 

（６）労働環境改善のための介護ロボット導入への支援 

新 （７）介護施設等が行う外国人介護人材への日本語学習等を支援 

 

 ７ 保険者機能強化推進事業                   26,557 千円（0千円） 

 ◆高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた取組を行えるよう、介護保険事業や在宅医 

療・介護連携に関する現状分析や課題把握の調査研究をし、市町村を支援する取組を 

実施する。 

 

 ８ 元気高齢者対策（新たな共助の仕組みづくり）       75,596 千円（76,108 千円） 

◆元気な高齢者が地域の担い手となって、積極的に活動できる仕組みづくりを進める。 

（１）シマネスクくにびき学園の運営や全国ねんりんピックへの選手派遣    36,356 千円 

（２）老人クラブ（島根県老人クラブ連合会、市町村老人クラブ連合会）活動への支援 

                      39,240 千円 

 

 ９ 旧軍人及び未帰還者等援護事業                 19,438 千円（19,816 千円） 
◆旧軍人軍属、戦傷病者及び戦没者遺族等に対し恩給や各種給付金等の支給、療養給付等の

援護を行う。また、中国残留邦人等帰国者の自立及び定着を支援する。 
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主要事業の概要（青少年家庭課） 
 

１ 子どもと家庭の相談事業                   36,445千円（34,846千円） 
◆児童及び児童のいる家庭が身近なところで相談ができる体制を整備 

   (１)児童福祉法改正に伴う体制整備 

    ①児童相談所への弁護士、保健師の配置 

    ②研修受講による弁護士、児童福祉司、児童心理司の専門性強化 

(２)市町村相談体制強化のための研修   

(３)子どもと家庭電話相談事業 

(４)子どもの相談・支援機能強化事業 

 ①子どもや家庭に関する相談・支援機関の連絡会議の設置 

 

新 ２ 中央児童相談所一時保護所環境改善事業            48,517千円（-千円） 

◆子どもの特性や年齢、性別等に配慮した処遇環境を整備するため、施設の増改築を実施 

   (１)整備概要 

     ①整備内容 女児棟を増設し男女別の居室整備、既設一時保護所の改修 

     ②全体事業費 222,296千円 

     ③事業期間 平成31(2019)～令和２(2020)年度 

   (２)整備スケジュール等 

     平成31(2019)年度 基本設計及び実施設計 

     平成31(2019)～令和２(2020)年度 増築及び改修 

    (３)平成31(2019)年度事業内容 

     基本設計・実施設計、増築・改修 

 

３ 社会的養護の推進                   1,466,496千円（1,430,313千円） 

◆家庭で生活することが難しい状態となった子どもに対して、里親や児童養護施設などを利用し社

会的に保護し、養育する。 

  (１)施設入所児童支援事業 

 ①児童養護施設、乳児院等への措置費 

 ②児童養護施設等入所児童の自立支援事業、環境改善事業 

 ③進学や就職を行う児童養護施設退所者等への貸付事業実施団体に補助 

 (２)里親委託推進事業 

 ①里親措置費 

②里親の育成及び資質向上のための研修 

③新規里親開拓、委託促進、里親支援等を実施 

(３)児童福祉施設等施設整備事業  

 ①安来学園の冷暖房設備大規模修繕工事費補助 
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４ 県立わかたけ学園整備事業                 47,845千円（44,522千円） 

◆施設の老朽化・耐震化への対応及び個別的支援・専門的ケアを提供できる生活環境や教育環境を整

備するため、施設の改築等を実施 

   (１)整備概要 

     ①定員 35名（男子27名、女子8名） 

     ②整備場所 松江市宍道町（現在地） 

     ③整備内容 寮舎の全面改築、本館の改修や教室等の一部増築、体育館の改修 

     ④全体事業費 1,443,981千円 

     ⑤事業期間 平成30(2018)～令和４(2022)年度 

   (２)整備スケジュール等 

     平成29(2017)年度 わかたけ学園整備検討委員会において整備計画を策定 

     平成30(2018)～平成31(2019)年度 基本設計及び実施設計 

     令和２(2020)～令和４(2022)年度 体育館改修工事、寮舎等建設工事、本館改修等工事 

（順次供用開始） 

    (３)平成31(2019)年度事業内容 

     実施設計 

 

５ ひとり親家庭自立支援事業                17,873千円（27,231千円） 
◆ひとり親家庭等の自立を促進するため、子育て・生活への支援や、就業・経済的な支援などを実施 

(１)ひとり親家庭学習支援 

 ①ひとり親家庭の子どもに対し、大学生等による学習支援事業を実施する市町村を支援 

［負担割合］国1/2,県1/4,市町村1/4 

(２)ひとり親家庭等自立支援事業 

①ひとり親家庭等に対する各種相談、就業支援、日常生活支援を実施 

②ひとり親家庭の親と子に対して、就職に有利となる資格取得のための講習会や併せて就

労相談等を開催し、安定した就労に結び付くよう、きめ細やかな就労支援を実施 

   (３)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 

     ①高等職業訓練促進給付金を活用して就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親へ 

の貸付事業を行う団体に補助 

                                 
６ 困難を有する子ども・若者支援事業              18,981千円（21,275千円） 
◆ひきこもりなど社会生活を営む上で困難を有する子どもや若者の自立に繋がる市町村の取組を支援 

  新 (１)協力事業所コーディネーター支援事業 

①就労体験を受け入れる事業所の開拓や関係機関との連携強化などの取組を行う市町村   

を支援                                ［助成率］1/2 

(２)子ども・若者広域支援事業 

①圏域における支援拠点として、居場所の確保や社会体験など出口機能の強化となる取組

を行う市町村を支援                         ［助成率］1/2 
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(３)圏域ネットワーク事業 

①圏域ごとの普及・啓発、人材育成、関係機関をつなぐネットワーク構築などを行う市町

村を支援                              ［助成率］1/2 

 

７ 女性保護事業                         73,023千円（73,094千円） 
◆様々な問題を抱える女性への相談活動やＤＶ（配偶者等からの暴力）被害者等を一時保護し、問題

解決に向けて支援 

  (１)女性相談事業 

 ①女性相談センター等に女性相談員等を配置し広く女性相談を実施 

 ②県民への啓発活動や適切な相談実施のための研修会等を開催 

(２)性暴力被害者支援センター事業  

  ①女性相談センターが中心となり、関係機関と連携して被害者を支援 

 (３)ＤＶ被害者等保護事業 

 ①ＤＶ被害者等を一時保護所等において保護 

 ②ＤＶ被害者が一時保護所を退所する際に必要な生活資金や住宅資金を貸付 
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主要事業の概要（子ども・子育て支援課） 
 
新  １ しまね子育て安心サポート事業               17,911千円（35,332千円） 
◆安心して子育てができる環境を実現するため、市町村での妊娠・出産・子育てへの切れ目ない相談・

支援体制づくりを支援 

 （１）子育て支援に必要なサービスや施設整備の推進として、病児保育事業の促進を行う 

 （２）子育て世帯の実情やニーズを把握するため、しまねっこすくすくプラン見直しに係る会議等

を活用し、関係機関等からの意見聴取を行う 

 ※６に再掲 

 

 ２ 第１子・第２子に係る保育料軽減事業            315,003 千円（306,674 千円） 
◆若い子育て世帯等における3歳未満の第1子・第2子に係る保育料を軽減する市町村を支援 

［基準額］国が定める保育料の基準額 

［交付率］基準額の1/3 

［対象とする所得階層］第2階層（市町村民税非課税世帯）～ 

第4階層（所得割課税額97,000円未満） 

［負担割合］県10/10 

 

 ３ 第３子以降保育料軽減事業                  129,004千円（120,082千円） 
◆3歳未満の第3子以降の児童に係る保育料を軽減する市町村を支援 

［基準額］国が定める保育料の基準額 

［補助率］第４階層 基準額の2/3 

     第５～第８階層 基準額の1/2  

［負担割合］県1/2、市町村1/2 

 

新  ４ 幼児教育の無償化に係る財政負担対応事業         31,116 千円（0 千円） 

◆認可外保育施設を利用する子どもの保育料の無償化にかかる費用を助成 

［基準額］国が定める保育料の基準額 

［負担割合］国1/2、県1/4、市町村1/4 

 ※H31は国が全負担 

 

 ５ 待機児童ゼロ化事業                      12,976 千円（34,239 千円） 
◆年度途中の入所希望に対応するため、保育定員を増やして受入体制を拡充する私立保育所等を支援 

［対象］待機児童が発生している市町村の私立保育所等 

［基準額］受入可能な０・１歳児の数に応じて人件費（保育士）を助成 

３人…200千円/月、２人…132千円/月、１人… 66千円/月 

［負担割合］県1/2、市町村1/2 
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 ６ 病児保育促進事業                       16,000千円（35,332千円） 
◆病児・病後児保育の開設を促進するため、開設経費（創設、改築、大規模修繕等）の一部を国制度

と連携して助成 

 （１）国制度 

   ［負担割合］市町村が整備する場合  国1/3、県1/3、市町村1/3 

   ［対象経費］施設・設備の整備費 

 （２）県制度（国制度に該当しない場合） 

   ［負担割合］市町村が整備する場合  県1/2、市町村1/2 

   ［対象経費］施設・設備の整備費 

 

 ７ しまね結婚・子育て市町村交付金事業             150,000千円（150,000千円） 
◆出生数を増やすために市町村が取り組む「結婚支援」「妊娠・出産支援」「子育て支援」等の経費の

一部を助成 

［基準額］子どもや女性の数に応じて市町村ごとの基準額を設定 

［補助率］1/2 

 

 ８ しまねすくすく子育て支援事業                102,782千円（101,612千円） 
◆子育て環境の充実を図るために市町村やＮＰＯが取り組む「島根らしいきめ細かな子育て支援」の

経費の一部を助成 

（１）しまねすくすく子育て支援事業費交付金（メニュー方式） 

国庫補助の対象とならない小規模な保育や既存制度では対応できない子育て家庭のニーズ

に対する市町村の取組を支援  ［補助率］10/10 

（２）民間団体支援事業 

ＮＰＯ法人等のネットワーク化支援、子育て家庭への情報発信等を実施 

 

 ９ 民間保育所運営対策事業                      32,811千円（32,030千円） 
◆中山間地域・離島の保育環境を維持するため、小規模な保育所の運営費を支援 

   ［補助率］県10/10 

 

 １０ 幼児教育総合推進事業  ※教育委員会との共同事業       4,640千円（4,607千円） 
◆幼児教育センターを設置し、幼稚園教諭・保育士及び市町村担当者等の研修支援を充実する 

ことで、全県的に幼児教育の質を向上 

（１）幼児教育担当指導主事及び幼児教育アドバイザーを教育事務所等に配置 

（２）新幼稚園教育要領等の周知、徹底や訪問指導を実施 
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 １１ 子ども・子育て支援新制度事業                6,378,724千円（5,370,016千円） 

◆幼児期の保育や教育、地域の子育て支援の「量の拡充」と「質の向上」に向けた給付及び支援事業 

を実施 

 （１）保育所等給付費 

   ①私立保育所等の運営に要する経費の県負担分を市町村へ給付 

［負担割合］国1/2,県1/4,市町村1/4 

    ②保育士の処遇改善 

     ・平均１％（月額3,000円程度） 

     ・経験に応じた加算 

職務分野別リーダー（経験年数概ね３年以上） 月額  5,000円 

副主任保育士等（経験年数概ね７年以上）   月額40,000円 

 （２）幼児教育・保育の無償化に係る経費の支援 

    ①幼児教育・保育の無償化に係るシステム改修費 

      ［交付先］市町村 

      ［補助率］国10/10 

    ②幼児教育・保育の無償化に係る事務費 

      ［交付先］県及び市町村 

［補助率］国10/10 

（２）地域子ども・子育て支援事業 

一時預かり事業、延長保育事業、放課後児童クラブ等に要する経費の県負担分を市町村へ補 

助 

  ［負担割合］国1/3,県1/3,市町村1/3 

 

 １２ 保育士の確保・定着支援事業                110,900千円（104,505千円） 

◆保育環境の充実を図るため、保育士の確保・定着に向けた取組を推進 

（１）保育士の確保対策 

①保育士養成施設の学生に修学資金を貸付  

（学費月額5万円、入学準備金20万円、就職準備金20万円） 

②保育補助者の雇用及び資格取得を支援するための資金を貸付（上限年額295万3千円） 

③潜在保育士の保育所への復帰を支援するための資金を貸付（保育料貸付上限月額2万7千円、

就職準備金上限40万円） 

④潜在保育士等の就業支援を行う保育士・保育所支援センターにおいて、保育士バンクを運営

し、潜在保育士に対し復職に関する情報を提供 

⑤保育士養成施設の学生等を対象とした就職説明会、県外ガイダンスを実施 

⑥県外の学生が、県内の保育所を実習先とする場合、実習等にかかる旅費の一部を助成 

（２）保育士等の定着対策 
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①保育所や認定こども園等の勤務者が必要とする資格の取得のための受講経費等を支援 

②保育士の負担軽減、離職防止を図るため、保育補助者等を雇用する経費を助成 

 

 １３ 放課後児童クラブ支援事業                 123,293千円（114,746千円） 

◆放課後児童クラブの拡充、充実を図るため、施設整備費の一部の助成と放課後支援員の確保と資質

向上に向けた研修を実施 

 （１）放課後児童クラブ施設整備事業 

    ［箇所数］12箇所   

［負担割合］市町村及び法人の負担の1/2を上乗せ支援 

       国1/2、県2/16、市町村2/16、法人等4/16 

         ↓ 

国1/2、県5/16、市町村1/16、法人2/16 など 

 （２）放課後児童支援員認定研修 

    ・平成31(2019)年度までに1,200人の研修予定 

［委託先］島根県社会福祉協議会（予定） 

 

 １４ 縁結び応援事業                          126,910千円（103,109千円） 
◆未婚・晩婚化対策として、縁結びボランティア「はぴこ」と連携し総合的な結婚対策を実施 

新（１）市町村の結婚支援員及び結婚支援相談員の配置などを支援する交付金を創設 

    ［交付額］１市町村あたり2,500千円 

    ［交付対象］結婚支援相談員（嘱託・臨時職員）の配置等に要する人件費・活動費 

（２）しまね縁結びサポートセンター事業 

「しまね縁結びサポートセンター」（松江市・浜田市）で、男女の縁結びをサポート 

新 ①しまねコンピュータマッチング「しまコ」の利用促進・広報 

結婚支援員等を配置する市町村に「しまコ」閲覧対応端末を設置 

ＳＮＳを活用した広報強化 

    ②縁結びボランティア「はぴこ」の活動支援 

③結婚の相談や情報発信 

④婚活イベントやセミナーなどの実施 

⑤企業内、企業間での結婚支援を行う「しまね縁結びサポート企業」の拡大 

⑥ふるさと島根定住財団等と連携した、県外在住者（首都圏の独身女性）への結婚支援 

（３）結婚・妊娠・出産への理解と関心を高める10代向け啓発 

   児童生徒に対する助産師・専門講師による妊娠・出産や人生設計に関する講座の実施 
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主要事業の概要（障がい福祉課） 
 

 

１ 障がい者就労支援事業   163,692 千円（150,052 千円） 

 ◆障がい者の就労を通じた自立支援のため、支援拠点を中心に支援ネットワークを構築して

就労移行の促進を図るとともに、就労支援事業所の工賃向上に向けた支援を推進する 

（１）障害者就業・生活支援センターの運営 

   ・障がい者の生活支援を行う生活支援員と、雇用・実習の場の拡大を行う障がい者 

雇用促進支援員 12 名（H31～２名増員）を配置 

（２）企業への就職に向けたステップアップの場として県庁内にワークセンターを設置 

   ・嘱託職員（障がい者）を５名（H31～２名増員）、支援員を３名（H31～１名増員）配置 

（３）就労事業振興センターの運営 

   ・商品の共同販売、人材育成、アドバイザー派遣等を実施 

   ・受注拡大のためのコーディネーターを配置 

 ・農業経営者と障がい者施設等のマッチングを支援 

（４）就労機器購入費の助成 

 

２ 障がいを理由とする差別解消推進事業  8,995 千円（13,423 千円） 

 ◆障がいを理由とする差別の解消に向けた取組を推進する 

（１）「あいサポート運動」による普及啓発 

   ・研修講師（メッセンジャー）の養成研修の実施 

・企業等に対するあいサポート企業・団体の認定 

・ヘルプマークの普及啓発、公共交通機関での周知 

（２）相談体制の整備 

   ・相談対応のための相談員配置 

・相談事案の共有を図るための島根県障がい者差別解消支援地域協議会の運営 

 

３ 在宅心身障がい児援護事業  66,693 千円（65,527 千円） 

 ◆重症心身障がい児（者）等の在宅生活を支援するための対策を実施する 

（１）巡回等療育支援事業 

   ・巡回又は送迎により重症心身障がい児（者）へのサービスを提供する事業所へ経費を

助成 

（２）サービス基盤整備事業 

   ・重症心身障がい児（者）を受け入れるために看護職員等を雇用する事業所へ経費を助

成 

（３）医療的ケア児支援体制整備事業 

  新・各種サービスや支援を調整するコーディネーターを養成 
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（４）その他 

   ・関係団体への活動支援、支援者研修会の開催 
 

４ 発達障がい者支援体制整備事業  69,731 千円（67,856 千円） 

 ◆ライフステージに応じた発達障がい者の支援を行うため、発達障害者支援センターを中心

とした対策を実施する 

（１）本人及び家族への支援 

   ・本人等への専門的な相談支援、ペアレントメンターの養成、成人期の自立や就労支援

のための研修 

（２）市町村を中心とした体制整備への支援 

   ・地域支援マネージャーによる専門的な指導・助言 

（３）人材育成及び県民への普及啓発 

   ・保育士や事業所職員等の専門研修、啓発フォーラムの開催、パンフレットの作成 

 

５ 子どもの心の診療ネットワーク事業  15,809 千円（15,080 千円） 

 ◆様々な子どもの心の問題や発達障がい等に対応するため、拠点病院・協力病院を中核と

し、各圏域における関係機関の連携体制を構築する 

（１）相談支援体制強化事業 

   ・拠点病院（県立こころの医療センター）に臨床心理士等３名を配置し、各圏域の相談体

制を強化 

（２）発達障がい等子どもの心の診療対応力向上事業 

   ・かかりつけ医等を対象にした研修会等の開催 

・協力病院（島根大学医学部）に心理職１名を配置 

 

６ 障がい者施設等整備事業  343,801 千円（364,208 千円） 

 ◆障がい者の自立した生活のため、住まいの場としてのグループホーム整備や日中活動の場

としての通所事業所の整備を支援する 

［箇所数］６か所 

［負担割合］国 1/2、県 1/4 
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主要事業の概要（薬事衛生課） 
 

 

１ 感染症の医療体制整備事業              325,468 千円(283,266 千円)     

◆感染症の患者等の人権を尊重しつつ、良質かつ適切な医療の提供を確保するとと   

 もに、感染症に迅速かつ的確に対応するための施策を推進 

（１）新型インフルエンザ対策費 

①新型インフルエンザ発生時の初動対応や、受入医療機関を確保 

②国の備蓄計画に基づき必要となる抗インフルエンザ薬等を購入 

（２）感染症指定医療機関運営費 

①感染症患者等への医療を担当する感染症指定医療機関の感染症病床運営費を補助 

②感染症病床及び結核病床を有する公的病院に対して、病床維持に係る経費を助成 

 

２ 感染症予防対策推進事業               59,367 千円（52,381 千円）  

◆感染症の発生及びまん延を防止するため、感染症発生動向の把握や情報提供、並びに検

査等を実施 

（１）感染症予防事業 

・感染症予防従事者への研修等の開催 

（２）感染症発生動向調査事業 

・各医療機関からの患者情報や病原体情報の収集・分析や、その情報提供を実施 

（３）予防接種事故対策費 

・予防接種に対する信頼性の確保や接種率の向上のため、予防接種による健康被害 

者救済に係る給付費を負担 

（４）感染に係る相談及び検査事務 

・肝炎の早期発見・早期治療推進のため、保健所及び委託医療機関においてＣ型・  

 Ｂ型肝炎ウイルス検査を実施 

（５）肝がん等重症化予防事業 

・肝炎ウイルス陽性者を早期治療につなげ、肝がん等重症化を予防するため、フォ

ローアップ（精密検査・定期検査費用助成）等を実施 

   （６）風しん抗体検査緊急対策事業 

     ・先天性風しん症候群の予防を目的とし、妊娠を希望する女性等に無料抗体検査を実

施 
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３ 結核対策推進事業                   28,700 千円（31,325 千円） 

◆我が国の主要な感染症である結核について患者等の人権を尊重しつつ、良質かつ適切な

医療の提供を確保するとともに、迅速かつ的確に対応するための施策を推進 

（１）結核予防事業 

・定期健康診断の受診率向上や早期発見に向けた啓発活動を実施 

（２）結核医療費公費負担事務 

（３）結核に関する健康診断事業 

（４）結核適正医療確保事業 

①結核患者への適正な医療の提供を目的とした感染症診査協議会結核部会を開催 

②医療従事者等を対象とした研修会等を開催 

 

４ 食品衛生対策推進事業                59,148 千円（50,705 千円） 

◆食品衛生法に基づく、許可・監視・検査・指導、食品関係事業者の指導・育成、及び消費

者に対する食品衛生知識の普及・啓発を実施 

（１）食品衛生に関する啓発・情報発信事業 

①研修会や講習会の開催 

②リスクコミュニケーション等を通じた県民への情報発信 

（２）食品衛生法等による許可・監視・検査・指導事務 

①「島根県食品衛生監視指導計画」に基づく監視指導を実施 

②県内で製造・流通・販売している食品等の食品添加物や残留農薬の検査を実施 

（３）食品衛生関係指導・育成事業 

     ①食品関係営業施設への立入検査を実施 

②食品衛生責任者講習会を実施 

 

５ 動物管理等対策事業             34,626 千円（34,881 千円） 

  ◆動物愛護思想の普及啓発や保健所に収容された動物の譲渡等を実施 

  （１）県民への普及啓発事業 

  （２）ボランティアとの協働、関係団体との連携事業 

   （３）譲渡猫不妊去勢手術業務委託事業 

     ・保健所から譲渡される猫を対象に不妊去勢手術を助成 
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審 議 会 等 一 覧 

 

（１）法令によるもの                                     平成 31(2019)年４月１日現在 

所管課 名     称 概       要 委員数

地域福祉課 島根県社会福祉審議会 

・民生委員審査、身体障

害者福祉、知的障害者

福祉、老人福祉､児童福

祉、地域福祉の各専門

分科会 

・審査部会、健全育成部

会、児童処遇部会、母

子保健部会 

○社会福祉法第 7 条及び島根県社会福祉審議会

条例の規定による社会福祉及び児童福祉に関

する事項の調査審議、関係行政機関に対する

意見の具申等に関する事務 

49 人

(臨時委

員 27 名

を含む)

医療政策課 島根県医療審議会 

・施設整備、医療法人、

感染症、地域医療構想

の各部会 

○医療法第 72 条に基づき設置。医療法に規定さ

れた調査審議及び知事の諮問に応じた県の医

療提供体制の確保に係る重要事項の調査審議

に関する事務 

30 人

(この他

専門委員

9 人) 

島根県地域医療支援会議 ○医療法第 30 条の 23 第 1 項の規定に基づき設

置。県内の中山間地、離島等のへき地医療対

策、及び地域の医療機能の確保をより総合的･

体系的に推進するための施策の企画調整、進

行管理、評価に関する事務 

30 人 

島根県准看護師試験委員 ○保健師助産師看護師法第 25 条に基づく准看護

師試験合格者の決定その他准看護師試験に関

する事務及び同法第 15 条に基づく准看護師の

処分等に関する事務 

14 人 

健康推進課 島根県国民健康保険審査

会 

○国民健康保険法第 92 条に基づき設置。保険給

付や保険料賦課など国民健康保険制度に関す

る保険者の処分に対する不服審査請求の審理

事務 

  9 人 

島根県後期高齢者医療審

査会 

○高齢者の医療の確保に関する法律第 129 条に

基づき設置。保険給付や保険料賦課など後期

高齢者医療制度に関する保険者の処分に対す

る不服審査請求の審理事務 

  9 人 

島根県指定難病等審査会 ◯難病の患者に対する医療等に関する法律第 8

条に基づく指定難病審査会及び児童福祉法第

19 条の 4 に基づく小児慢性特定疾病審査会と

して設置され、支給認定申請があった場合に

おける可否の審査事務 

  9 人 

高齢者福祉課 島根県介護保険審査会 ○介護保険法第 184 条に基づき設置され、要介

護認定など介護保険に関する保険者の処分に

対する審査請求の審理事務 

21 人 

子ども・ 

子育て支援課 

島根県子ども・子育て支

援推進会議 

○子ども・子育て支援法第 77 条第 4 項の規定に

基づき設置。地域のニーズを踏まえた「子ど

も・子育て支援事業支援計画」の策定に関す

る事務 

17 人 
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所管課 名     称 概       要 委員数

障がい福祉課 島根県障がい者施策審議

会 

○障害者基本法第 36 条第 1 項の規定による障が

い者に関する施策の総合的かつ計画的な推進

について必要な調査審議及び施策の推進につ

いて必要な関係行政機関相互の連絡調整に関

する事務 

14 人 

島根県障害者介護給付費

等不服審査会 

○島根県介護給付費等不服審査会条例に基づ

く、市町村の介護給付費等に係る処分に不服

がある障がい者又は障がい児の保護者が、県

知事に対して行う審査請求の審理事務 

10 人 

島根県精神保健福祉審議

会 

○島根県精神保健福祉審議会条例に基づく精神

保健及び精神障がい者の福祉に関する事項の

審議及び知事への意見具申に関する事務 

 9 人 

島根県精神医療審査会 ○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第

38 条の 3 第 2 項の規定による措置入院者等に

係る入院の要否の審査、第 38 条の 5 第 2 項の

規定による精神科病院に入院中の者等からの

請求に係る入院の必要性等についての審査に

係る事務 

34 人 

薬事衛生課 島根県生活衛生適正化審

議会 

○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に

関する法律の規定による事項（適正化規定の

認可の処分等）に関する事務。物価統制令第

４条の規定による統制額の指定に係る事項

（一般公衆浴場の入浴料金）の調査審議に関

する事務 

上限 

10 人 

島根県感染症診査協議会 ○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律第 24 条の規定に基づき各保健所

に感染症の診査に関する協議会を設置（２以

上の保健所について１の協議会を置くことが

出来る）し、就業制限、入院勧告、入院期間

の延長及び結核患者の医療に関する事項の審

査（３保健所に設置） 

40 人 

島根県公害健康被害認定

審査会 

○公害健康被害の補償等に関する法律第 44 条の

規定に基づき公害健康被害認定審査会を設置

し、指定疾病の認定、補償給付に関する審査 

10 人 

 

 

（２）条例によるもの 

所管課 名     称 概       要 委員数

障がい福祉課 島根県ひとにやさしいま

ちづくり審議会 

○島根県ひとにやさしいまちづくり条例に基づ

くひとにやさしいまちづくりに関する施策の

総合的な推進に関し、必要な重要事項の調査

審議に関する事務 

 9 人 
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県 出 資 外 郭 団 体 一 覧 

平成 31(2019)年４月１日現在 

名    称    等 目   的 主な事業内容、県予算関係 

公益財団法人ヘルスサイエンスセンター

島根（旧財団法人島根難病研究所） 

○老年医学等の研究を

島根大学等との連携

の下に実施し、医学

研究の振興等を目指

すとともに、併せて

移植医療への支援等

を行い、もって地域

医療の向上に寄与す

る 

○健康長寿しまねの推進に関する

島根大学との共同研究 

○老年医学をはじめとした医学研

究の実施 

○移植医療に関する知識の普及啓

発等の実施（まごころバンク事

業） 

○難病相談支援事業 

○健診事業及び検査受託事業 

〔委託費〕 

 ・移植医療の推進 

         18,968 千円

・難病相談・支援センタ－事業

12,054 千円

  ・難病医療提供体制整備事業 

                     4,633 千円

○Ｓ51.３設立 

○健康福祉総務課 

所管 

○所在地 

 出雲市塩冶町 

○設立根拠 

(※)整備法第 44 条 

(民法第 34 条) 

○代表者名 

 理事長 広沢卓嗣 

○基本財産 

 10,000 千円 

  うち県 1,000 千円

     (10%)

社会福祉法人島根県社会福祉事業団 
○多様な福祉サービス

がその利用者の意向

を尊重して総合的に

提供されるよう創意

工夫し、利用者が個

人の尊厳を保持しつ

つ、心身ともに健や

かに育成され、又は

その有する能力に 

応じ自立した日常生

活を地域社会におい

て営むことができる

よう支援する。 

 

○第１種社会福祉事業 

・特別養護老人ホームの設置経営

・障がい者支援施設の設置経営 

・肢体不自由者更生施設の設置経

 営 

○第２種社会福祉事業 

・保育所の設置経営 

・聴覚障がい者及び視聴覚障がい

者情報提供施設の受託経営 

〔委託費〕     51,942 千円

・老人短期入所事業 

・障がい福祉サービス事業等 

○Ｓ40.７設立 

○健康福祉総務課 

 所管 

○所在地 

 松江市東津田町 

○設立根拠 

 社会福祉法 

第 22 条 

○代表名 

  理事長 長岡 隆 

○基本財産 

 30,000 千円 

  うち県 4,700 千円 

           (15.7%)
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名    称    等 目   的 主な事業内容、県予算関係 

公益財団法人島根県生活衛生営業指導 

センター 

○生活衛生関係営業の

経営の健全化及び振

興を通じてその衛生

水準の維持向上を図

り、あわせて利用者

又は消費者の利益の

擁護を図ることを目

的とする。 

○生活衛生関係営業に関する衛生

施設の維持及び改善向上並びに

経営の健全化についての相談及

び指導 

○生活衛生関係営業に関する利用

者又は消費者の苦情処理並びに

苦情に関する営業者又は生活衛

生同業組合の指導 

○標準営業約款に関する営業者の

登録 

○生活衛生関係営業に関する講習

会、講演会等の開催又はその斡

旋 

○生活衛生関係営業に関する情報

又は資料の収集及び提供 

 

〔補助金〕生活衛生営業指導費補

助金   21,223 千円 

〔交付金〕生活衛生関係営業振興

助成交付金  900 千円

○Ｓ59.３設立 

○薬事衛生課所管 

○所在地 

 松江市大輪町 

○設立根拠 

(※)整備法第 44 条 

(民法第 34 条) 

○指定根拠 

  生活衛生関係営 

業の運営の適正 

化及び振興に関 

する法律第 57

条の 3 第 1 項 

○代表者名 

  理事長 佐藤初美 

○基本財産 

  4,100 千円 

  うち県 2,000 千円

         (48.8%)

〔※〕整備法：一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う 

関係法律の整備等に関する法律 
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各  種  計  画  一  覧 
 

計 画 名 計 画 策 定 の 趣 旨 、 性 格 等 

島根県地域福祉支援計画 
○計画期間： 
  H28(2016)～R 元(2019) 
○策定根拠： 
  社会福祉法第 108 条 

○これからの社会福祉のあり方として、地域福祉の推進がますます重
要な課題となると考えられることから、各市町村において、地域住
民との協働のもとで地域福祉の一層の推進が図られるよう、県とし
てその支援の基本的な考え方を明らかにしたもの。 

○｢介護保険法｣の改正、｢障害者総合支援法｣の施行、｢子どもの貧困
対策の推進に関する法律｣及び｢生活困窮者自立支援法｣の制定など
地域福祉を取り巻く新たな動きや地域が抱える福祉課題の複雑化・
多様化に対応するため、平成 28(2016)年３月に計画を改定した。 

島根県保健医療計画 
○計画期間： 
  H30(2018)～R5(2023) 
○策定根拠： 
  医療法第 30 条の 4 

第 1 項 
  健康増進法第 8 条第 1 項 

○「医療法及び健康増進法」に基づき、急性期をはじめとする医療機
能の強化、病院・病床機能の役割分担・連携の推進、在宅医療の充
実等を内容とする保健医療サービス提供体制を推進するため、平成
30(2018)年４月から令和 5(2023)年度までの６年間を計画期間とす
る保健医療計画を策定した｡ 

○本計画は、保健医療提供体制の整備を図るうえで、関係者すべてに
とっての基本指針となるものである。 

○従来策定していた「島根県地域医療支援計画」及び「島根県周産期
医療体制整備計画」を本計画に一本化した。 

○本計画は必要に応じて少なくとも３年ごとに見直しを行う。 

医療介護総合確保促進法に基
づく島根県計画 
○計画期間 
 H31(R 元)(2019) 
○策定根拠 
 地域医療介護総合確保促進

法第 4 条 

○医療及び介護の総合的な確保のための事業を県計画として定めるも
の。都道府県は、当該計画に基づき基金（地域医療総合確保基金）
を造成し、その実施に必要な経費を支出する。本計画は、国へ基金
造成のための財源交付を申請するため、毎年度作成する。 

○事業期間（H31 計画） H31（R 元） 

島根県がん対策推進計画 
○計画期間： 
  H30(2018)～R5(2023) 
○策定根拠： 
  がん対策基本法第 12 条 

第 1 項 

○がんは本県においても死亡原因の第１位となっており、生涯のうち
２人に１人はがんに罹患すると推計されていることから、「すべて
の県民が、がんを知り、がんの克服を目指す」ことを基本理念に掲
げ、行政、医療機関をはじめとする関係機関・団体、事業所、県民
などの役割を明らかにし、総合的な対策を推進していくもの。 

○全体目標は「科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実」「患
者本位で将来にわたって持続可能なしまねらしいがん医療の充実」
「尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」とし、がんの年齢調
整死亡率の低減につなげる。 

○計画期間は平成 30(2018)年度から令和 5(2023)年度までの６年間と
し、中間年には評価を実施。 

島根県食育推進計画第三次計
画 
○計画期間： 
  H29(2017)～R4(2022) 
○策定根拠： 
  食育基本法 

○県民一人ひとりが「食べる知恵」を身につけ、食への「感謝の心」
を養い、生涯にわたって心身の健康増進と豊かな人間形成を目指す
ことができるよう、食育を通して「生きる力」を育むことを基本理
念とし、学校・家庭や地域等が連携し、「地域力」を生かした食育
を進め、県民一人ひとりの実践を促すもの。 

○重点施策として、①特に若い世代への食育推進②身近なところで、
食育に関する「おいしい・たのしい・ためになる」体験の場づくり
の推進③関係機関・団体の連携・協力による地域力を生かした多様
な暮らしへの対応や、環境にも配慮した食育の充実に取り組む。 

健康長寿しまね推進計画 
（第二次健康増進計画） 
○計画期間： 
  H25(2013)～R5(2023) 
○策定根拠： 
  健康増進法第 8 条 

○「健康寿命を延ばす（平均寿命をのばす、65 歳平均自立期間を延
ばし、二次医療圏の格差を減らす）」ことを基本目標とし、「生涯
現役、健康長寿のまちづくり」を目指し、県民、関係機関・団体、
行政が三位一体となった県民運動である。 

○この計画は､①住民主体の地区ごとの健康づくり活動の促進②生涯
を通じた健康づくりの推進③疾病の早期発見､合併症予防･重症化防
止､④多様な実施主体による連携のとれた効果的な運動の推進の４
つの柱で推進する｡ 
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島根県老人福祉計画・介護保
険事業支援計画 
○計画期間： 
  H30(2018)～R2(2020) 
○策定根拠： 
  老人福祉法第 20 条の 9 
  介護保険法第 118 条第 1 項 

○本県では、高齢化が全国に先駆けて進行するとともに 75 歳以上人
口の割合が更に増加することから、介護予防の対策や要介護状態に
なっても高齢者ができる限り住み慣れた地域において自立した日常
生活を営むことができるよう、住まいを中心に、生活支援、医療介
護などを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の構築に取
り組んでいく必要がある｡ 

○計画では､「介護予防の推進」､「生活支援の充実」､「介護サービ
スの充実」､「医療との連携」､「住まいの確保」､「認知症施策の
推進」を重点推進事項に掲げ、実施に当たっては､住民･ボランティ
ア･行政･事業者が一丸となって取り組むことが必要であることか
ら､県民一人ひとりの理解と参画を求めるものである。 

○計画期間は、平成 30(2018)年度から令和 2(2020)年度までの３年間
であり、３年ごとに見直しを行う。 

島根県医療費適正化計画 
（第３期） 
○計画期間： 
  H30(2018)～R5(2023) 
○策定根拠： 
  高齢者の医療の確保に関す
る法律第 9 条 

○少子高齢化、医療費の増加による医療財政のひっ迫、平成 18 年６
月医療制度改革関連法の成立を背景とし、生活習慣病の予防対策等
により将来的な医療費の適正化を目指す。 

○計画の内容は、保健医療計画、健康増進計画、介護保険事業支援計
画及び国民健康保険運営方針との整合性を図っている。 

○令和 6(2024)年度には目標達成状況及び施策の実施状況等の実績評
価を行う。 

島根県国民健康保険運営方針 
○計画期間 
 H30(2018)～R5(2023) 
○策定根拠： 
 持続可能な医療保険制度を

構築するための国民健康保
険法等の一部を改正する法
律附則第 7 条 

 国民健康保険法第 82 条の 2 

○国民皆保険制度の最後の砦である国保を持続可能な制度として維持
するため、国の財政支援の拡充と、平成 30(2018)年度から県が国
保の財政運営において中心的な役割を担うことにより、国保制度の
安定化を図る。 

○県と市町村等が一体となって、事務の広域化や効率化、医療費適正
化の取組を推進するため、運営方針を策定。 

○運営方針の内容は、医療費適正化計画、保健医療計画、介護保険事
業支援計画との整合性を確保。 

○運営方針は３年毎に検証し、必要に応じ見直しを行う。運営方針の
見直しや市町村納付金の決定など、国保運営上の重要事項は「島根
県国民健康保険運営協議会」で審議のうえ決定。 

しまねっ子すくすくプラン
（島根県次世代育成支援行動
計画、島根県子ども･子育て
支援事業支援計画、島根県ひ
とり親家庭等自立支援計画を
一体的に策定） 
○計画期間： 
  H27(2015)～R 元(2019) 
○策定根拠： 

次世代育成支援対策推進法
第 9 条ほか 

○次世代育成支援対策推進法第 9 条第１項に基づき、すべての子ども
と子育て家庭を対象として、集中的、計画的、総合的に進めていく
次世代育成支援対策の方向性、施策の目標、施策の内容を定める。

○子ども･子育て支援法第 62 条第１項の規定に基づき、国の基本指針
に即して、市町村子ども・子育て支援計画の達成に資するため、広
域的な見地から、教育・保育を提供する体制の確保、地域子ども・
子育て支援事業の実施等、子ども・子育て支援のための施策の総合
的な推進に関して必要な内容を定める。 

○母子及び父子並びに寡婦福祉法第 12 条第 1 項に基づき、ひとり親
家庭等の自立支援を図る施策を計画的、総合的に進めるために必要
な内容を定める。 

島根県社会的養護体制推進計
画 
○計画期間： 
 H27(2015)～R11(2029) 
○策定根拠： 

社会的養護の課題と将来
像、厚生労働書通知 

○社会的養護は、原則として家庭的養護を優先するとともに、施設養
護もできる限り家庭的な形態に変えていく必要があることから、県
として取り組むべき課題及び取組の方向性について検討し、計画を
策定した。 

○「家庭的養護の推進」「専門的ケアの充実及び人材の確保・育成」
「自立支援の充実」「家族支援及び地域支援の充実」「子どもの権
利擁護の推進」について、数値目標等を掲げ、それの達成のための
現状と課題、具体的取組及び実施時期を明記した。 

○計画期間は 15 年間とし、５年ごとに前期、中期、後期と区分して
各期末に計画の見直しを実施する。 
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しまね青少年プラン 
○計画期間： 
 [第３次]H28(2016)～

R2(2020) 
○策定根拠： 
 子ども･若者育成支援推進

法第 9 条 

○青少年施策を総合的、体系的に推進していくために、県の関係部
局､市町村、青少年団体などの関係機関・団体が連携・協働してい
く指針として策定した。 

○「子ども・若者育成支援推進法」に基づき国が策定した「子供・若
者育成支援推進大綱」を踏まえ、法に基づく県の計画として位置づ
けた｡ 

○青少年の健全育成の推進に当たっては、青少年を健やかに育む地域
づくりを促すことが必要であることから、県民一人ひとりに対し、
健全育成、次世代育成の意識の醸成を図り、具体的行動を進めるこ
とを目的とする。 

島根県ＤＶ対策基本計画 
○計画期間： 
 H28(2016)～R2(2020) 
○策定根拠： 
 ＤＶ防止法第 2 条の 3 

○ＤＶの防止並びに被害者の保護及び自立支援を重要課題と位置づ
け､県の施策を明らかにし、ＤＶ対策を総合的に実施することを目
的とする。 

○平成 28 年３月に策定した第３次改定計画の周知を図るとともに、
関係機関と連携して施策の充実・強化を図る。 

島根県障がい者基本計画 
○計画期間： 
 H30(2018)～R5(2023) 
○策定根拠： 
 障害者基本法第 11 条 

○本県の障がい者施策推進の基本的方向等を明らかにし、障がい者施
策の総合的な推進を図ろうとする計画である。 

○障がい者差別の解消のための取組やサービス基盤の整備、障がい児
支援の充実、就労支援など、総合的な障がい者施策の推進により、
障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現を目指すことを基本
理念とする。 

○本計画の期間は平成 30(2018)年度から令和 5(2023)年度までとし､
社会情勢等の変化に応じて、必要な見直しを行う。 

島根県障がい福祉計画 
○計画期間： 
 [第５期] H30(2018)～

R3(2021) 
○策定根拠： 
 障害者総合支援法第 89 条 

「島根県障がい者基本計画」に掲げる事項のうち、障害福祉サービス
等､障害児福祉通所支援等についての実施計画 
○障がい福祉サービス、相談支援事業及び地域生活支援事業などの提

供体制の整備を計画的に進めるための計画 
○障がいのある人が、身近な地域において日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、必要なサービス提供体制の整備を図る。 

島根県自死対策総合計画 
○計画期間： 
  H30(2018)～R4(2022) 
○策定根拠： 
  自殺対策基本法第 13 条 

○今後の本県における総合的な自死対策を推進するための基本指針 
○市町村をはじめ関係機関や団体、県民を含む地域社会全体が連携

し､積極的な取組が実施されることを期待するもの 
○推進体制として、島根県自死総合対策連絡協議会（関係機関・団体

の相互の連携を強化し、総合的な自死対策の推進）と、圏域自死対
策連絡会（地域の実情に応じた取組の強化と地域ネットワークの構
築を推進）を核に取り組む。 

島根県障がい者就労支援事業
所工賃向上計画 
○計画期間： 
  H30(2018)～R2(2020) 
○策定根拠： 
  厚生労働省通知 

○障がい者が地域で自立した生活を送るための基盤として就労支援は
重要であり、一般就労が困難である障がい者には､就労継続支援Ｂ
型事業所等での工賃の水準が向上するように支援していくことが必
要である。 

○平成 30(2018)年度から令和 2(2020)年度までの３か年について「工
賃向上計画」を策定することとし、工賃向上に資する取組を、目標
設定により計画的に進めることとする。 

○目標設定のために、原則としてすべての就労継続支援Ｂ型事業所に
おける「工賃向上計画」の作成を義務付け、計画の作成や目標の実
現に向けた必要な支援を行う。 

○計画期間中、毎年度、実施状況の点検や評価を行うとともに、必要
に応じて随時、計画内容を見直す。 

感染症予防計画 
○計画期間： 
H30(2018)～ 

○策定根拠： 
  感染症法第 10 条 

○計画は、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な計画で
あり、新しい時代の感染症対策の方向性を示すものである。 

○感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの人々に対する良質か
つ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ的確に対応するた
めの計画とすることとしている。 
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新型インフルエンザ等対策行
動計画 
○計画期間： 
 H25(2013)～ 
○策定根拠： 
 新型インフルエンザ等対策

特別措置法 

○新型インフルエンザ等が発生した場合、その感染拡大を可能な限り
阻止し、健康被害を最小限にとどめ、社会・経済機能の破綻に至ら
ないようにするための行動計画である。 

○計画では、流行規模を予測するとともに、発生状況に応じた目標と
活動を、「実施体制」「サーベイランス情報収集」「情報提供・共
有」「予防・まん延防止」「医療」「県民生活・県民経済の安定」
の６項目について立案している。 

○計画には、大流行時に治療薬としての抗インフルエンザウイルス薬
が不足すると予測されることから、備蓄計画も盛り込んでいる。 

○対策の実行性をより高める目的で制定された特別措置法に基づき行
動計画を策定した。 

島根県水道水質管理計画 
○計画期間： 

H19(2007)～R 元(2019) 
○策定根拠：厚生省通知 

○将来にわたって信頼できる安全でおいしい水道水が確保されるよ
う､水道水質管理に一層努めるとともに、水質基準に基づく検査の
実施、体系的・組織的な水質監視を行う。 

島根県動物愛護管理推進計画 
○計画期間： 

H26(2014)～R5(2023) 
○策定根拠：動物愛護管理法

第 6 条の 1 

○動物の愛護及び管理に関する行政の基本的方向性及び中長期的な目
標を明確化し、動物愛護思想の普及啓発、動物の適切な管理を図る
施策を推進する。 

食の安全安心確保に係るアク
ションプラン 
○計画期間： 

H28(2016)～R 元(2019) 
○策定根拠：食の安全安心確

保に係る基本方針 

○食の安全安心確保に係る基本方針を示した各施策の方向に基づき、
具体的な取り組み（行動計画）を示すことにより、食の安全安心の
確保を図る。 

歯と口腔の健康づくり計画 
○計画期間： 

H29(2017)～R4(2022) 
○策定根拠：島根県歯と口腔

の健康を守る 8020 推進条
例第 6 条 

○「島根県歯と口腔の健康を守る 8020 推進条例」の趣旨を踏まえ、
生涯を通じた施策を総合的かつ効果的に推進する。 

○健康寿命の延伸、健康格差の縮小を目指し、8020 達成に向け、
「県民の大臼歯（奥歯）や口腔の点検の実施」「事業所における歯
科保健対策の拡大」「糖尿病等を有する患者に対する歯科治療と歯
科保健指導の実施体制の整備」等を推進する。 

島根県子どものセーフティネ
ット推進計画 
○計画期間： 

H27(2015)～R 元(2019) 
○策定根拠：子どもの貧困対

策推進法第 9 条 

○政府が定める大綱を勘案して定める、島根県における子どもの貧困
対策についての計画。 

○「発見から保護・支援につなぐ体制の整備」「子どもの安心と成長
の環境づくり」「保護者等に対する支援」「対策推進のための体制
整備」を基本方針とし、必要な施策を進める。 

島根県アルコール健康障がい
対策推進計画 
○計画期間： 

H30(2018)～R5(2023) 
○策定根拠：アルコール健康

障害対策基本法第 14 条 

○アルコール健康障がい（※）の発生、進行及び再発の各段階に応じ
た防止対策を適切に実施するとともに、アルコール健康障がいを有
する者等に対する支援の充実を図るため、飲酒に伴うリスクやアル
コール依存症についての正しい理解の促進、予防及び相談からの治
療、回復支援に至るまでの支援体制づくり等を推進する。 

  ※アルコール健康障がい：アルコール依存症その他の多量の飲酒、
未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等不適切な
飲酒の影響による心身の障がい 

健やか親子しまね計画 
○計画期間： 

H30(2018)～R5(2023) 
○策定根拠：母子保健計画策

定指針 

○「すべての親と子が健やかに暮らせる社会」を目指し、保健･医療･
福祉サービスの効率的な提供や地域、学校、企業といった親子を取
り巻く温かな環境づくりを推進する。 
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年 間 行 事(週間・月間) 
 

 名称、提唱日 趣  旨 

４月 ○世界自閉症啓発デー 
 ４月２日 

平成 19 年 12 月 18 日の国連総会において､毎年４月２日を「世界自
閉症啓発デー」とすることが決議され､これを機に全世界の人々に自
閉症を理解してもらう取組みが始まった。 

 ○発達障害啓発週間 
 ４月２日～８日 

世界自閉症啓発デー(４月２日)から１週間を発達障害啓発週間とし
て､自閉症をはじめとする発達障がいについて広く啓発活動を行う週
間としている。 

５月 ○児童福祉週間 
 ５月５日～11 日 

５月５日の「こどもの日」から１週間を児童福祉週間として、各種の啓
発事業及び行事を実施することにより、児童福祉の理念の一層の周
知と児童を取り巻く諸問題に対する社会的関心の喚起を図っていく。

 ○看護週間 
 ５月 12 日～18 日 
○看護の日 
 ５月 12 日 

看護の心､ケアの心､助け合いの心を老若男女問わず､だれもが育む
きっかけとする。 

 ○民生委員･児童委員活動強化週間
 ５月 12 日～18 日 
○民生委員・児童委員の日 
 ５月 12 日 

民生委員・児童委員について地域住民や関係機関・団体等に理解
を深めていただき、信頼関係を築くことを目的に、ＰＲ活動等を行う。

 ○しまね高血圧予防キャンペーン
○高血圧の日 
 ５月 17 日を含む概ね１か月間 

高血圧の予防や適正管理について広く県民に啓発することにより､脳
卒中等の発症予防に寄与する。 

 ○禁煙週間 
 ５月 31 日～６月６日 
○世界禁煙デー 
５月 31 日 

喫煙が健康に与える影響は大きく、生活習慣病を予防する上でも重
要な課題になっており、国・地方公共団体等が協力して、正しい知識
の普及・公共の場での受動喫煙防止等の対策を図る。 

 ○不正大麻・けし撲滅運動 
 ５月～６月 

不正栽培及び自生する大麻・けしを撲滅するため、これらの大麻・け
しの発見及び除去を実施するとともに、広く一般に対して大麻・けしに
関する正しい知識の普及を図る。 

６月 ○水道週間 
 ６月１日～７日 

水道について国民の理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環
境の改善を図るとともに、水道の今後の発展に資する。 

 ○ＨＩＶ検査普及週間 
 ６月１日～７日 

国や都道府県等が行う検査・相談体制の充実を図り、国民のＨＩＶや
エイズに対する関心を喚起しＨＩＶ検査の普及啓発を図る。 

 ○食育月間 
 ６月１日～30 日 
○食育の日 
 毎月 19 日 

国・地方公共団体・関係団体等が協力して、食育推進運動を重点的
かつ効果的に実施し、食育の国民への浸透を図る｡ 
食育の日を毎月 19 日と定め、食育推進運動を継続的に展開し、食
育の一層の定着を図る。 

 ○歯と口腔の健康週間 
 ６月４日～10 日 

歯と口腔の健康に関する正しい知識を国民に対し普及啓発するとと
もに､歯科疾患の予防に関する適切な習慣の定着を図り､併せてその
早期発見及び早期治療等を徹底することにより､歯の寿命を延ばし､
もって国民の健康の保持増進に寄与することを目的とする｡ 

 ○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
 ６月 20 日～７月 19 日 

国内おける薬物乱用防止活動において、官民一体となり、国民一人
一人の薬物乱用問題に関する認識を高めるとともに、「６．２６国際麻
薬乱用撲滅デー」の周知を図ることにより、薬物乱用防止に資する。

７月 ○愛の血液助け合い運動 
 ７月１日～31 日 

広く国民の間に献血に関する理解と協力を求めるとともに、献血運動
の一層の推進を図る。 

 ○夏期の食品衛生強化月間 
 ７月１日～31 日 

食品の衛生的取り扱い、添加物の適正使用、食品及び添加物の適
正な表示の実施等について食品関係営業者等に対する監視指導の
強化を図り、もって夏期における食中毒の発生防止と食品衛生の向
上を図る。 

 ○青少年の非行･被害防止全国強調
月間 

 ７月１日～31 日 

青少年の非行防止等について、県民が理解を深め、関係機関・団体
と地域住民等とが相互に協力・連携して、青少年の規範意識の醸成
及び有害環境への適切な対応を図る。 

 ○肝臓週間 
 ７月 22 日～７月 28 日 
○日本肝炎デー 
 ７月 28 日 

ウイルス性肝炎のまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解
消や感染予防の推進を図る。 

 ○こっころフェスタ 
 ７月～10 月 

地域全体で子育てを支援する機運情勢を図り、より多くの方に子育て
しやすい島根を実感してもらうことを目的に、多世代参加型の子育て
啓発イベントを開催する。 
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 名称、提唱日 趣  旨 

８月 ○食品衛生月間 
 ８月１日～31 日 

食品等事業者及び消費者に対し、衛生思想の普及・啓発、食品の安
全性に関する情報提供及びリスクコミュニケーションの推進を図り、食
中毒事故の防止と衛生管理の向上を確保する。 

９月 ○がん征圧月間 
 ９月１日～30 日 

がんに対する正しい知識とがん対策を広く周知するため、関係機関と
連携してがん予防に関する正しい知識の普及啓発を図る。 

 ○健康増進普及月間 
 ９月１日～30 日 

生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の
重要性についての理解を深め、健康づくりの実践を促進するための
啓発を行う。 

 ○障害者雇用促進月間 
  ９月１日～30 日 

広く国民に対して障がいのある人の雇用の促進と職業の安定を図る
ことを目的に､国及び県等において啓発活動を行い､障がい者雇用
の気運を醸成するとともに､障がい者の職業的自立を支援する｡ 

 ○アルツハイマー月間 
９月１日～30 日 

○アルツハイマーデー 
 ９月 21 日 

認知症に対する正しい理解の普及・啓発を図る。 

 ○自死予防週間 
 ９月 10 日～16 日 

９月 10 日の世界自殺予防デーに因んで、国が自殺対策基本法にお
いて定めた週間。命の大切さや、自死予防に関する正しい知識を広
めるため、重点的な普及啓発活動を行うこととしている｡ 

 ○老人週間 
 ９月 15 日～21 日 

国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、
老人に対し、自らの生活の向上に努める意欲を促す。 

 ○動物愛護週間 
 ９月 20 日～26 日 

県民に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めて
いく。 

 ○結核予防週間 
 ９月 24 日～30 日 

結核に関する正しい知識を県民に深め、結核対策の取組の意識を
高める。 

１０月 ○がん検診受診率５０％達成に向
けた集中キャンペーン月間 

 10 月１日～31 日 

がん対策基本法で目標に掲げる「がん検診受診率 50％以上」の達
成に向けて、10 月を集中キャンペーン月間として定め、地方公共団
体、企業、関係団体等と連携協力し、がん検診の受診率向上のため
の普及啓発を行う。 

 ○里親を求める運動 
 10 月１日～31 日 

要保護児童は全国的にも増加しつつあり、虐待等子どもの抱える背
景も多様化している。子どもたちの健やかな育ちを支える上で、家庭
的な環境で養育を行う里親の活用を促進していく必要があるため、関
係機関・団体の協力を得て、里親を求める運動を展開し、里親制度
の普及啓発活動や、新規里親の開拓など里親委託を促進するため
の活動を実施する。 

 ○臓器移植普及推進月間 
10 月１日～31 日 

臓器移植の一層の定着・推進を図るためには、多くの方々に臓器移
植に対する理解を深め、臓器提供に関する意思表示をしていただく
ことが極めて重要であることから、「臓器移植普及推進月間」を設け、
広く国民に対して、普及啓発を行う。 

 ○骨髄バンク推進月間 
 10 月１日～31 日 

骨髄移植等の進展には骨髄移植等に対する国民の理解を深め、善
意の骨髄等提供希望者の登録を促進することが緊要であるため、
「骨髄バンク推進月間」を実施し、広く国民に対して正しい知識を普
及するとともに、一人でも多くの国民が骨髄等提供希望者として登録
するよう呼びかけを行い、骨髄等移植対策の推進を図る。 

 ○麻薬・覚醒剤乱用防止運動 
 10 月１日～11 月 30 日 

麻薬・覚醒剤等の薬物乱用による危害を広く国民に周知させ、国民
一人一人の認識を高めることにより、麻薬・覚せい剤等の薬物乱用の
根絶を図る。 

 ○精神保健福祉普及運動週間 
  国の指定する期間 
  (H30 実績 10/15～10/21) 

地域社会における精神障がい者の福祉の増進及び国民の精神保健
福祉の向上を図ることを目的とし、啓発活動を行う。 

 ○薬と健康の週間
 10 月 17 日～23 日 

医薬品及び薬剤師の役割に関する正しい認識を広く国民に浸透さ
せることにより、国民の保健衛生の維持向上に寄与する。 

１１月 ○子供・若者育成支援強調月間 
 11 月１日～30 日 

子供・若者育成支援のための諸事業、諸活動を集中的に実施す
ることにより、国民の子供・若者育成支援に対する理解を深めると
ともに、各種活動への積極的な参加を促し、国民運動の一層の充
実と定着を図る。 

 ○｢しまニッコ！(スマイル声かけ)
県民運動｣強調月間 

 11 月１日～30 日 

大人と子ども、大人同士、子ども同士が、笑顔で声をかけ合うこと
で、ふれあいの力を培い、絆を深め合って生きるために、この運動
を全県的に推進する。 
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 名称、提唱日 趣  旨 

１１月 ○乳幼児突然死症候群（SIDS） 
対策強化月間 

 11 月１日～30 日 

乳幼児突然死症候群（SIDS）とは､何の予兆や既往歴もないまま
乳幼児に突然の死をもたらす疾患であり、乳幼児の死亡原因の
上位を占めていることから、その発生の低減を図るための対策が
強く求められている。 
12 月以降の冬季に乳幼児突然死症候群（SIDS）が発生する傾向
が高いことから、発生の予防に対する普及啓発を重点的に行う必
要があるために、11 月に対策強化に取り組む。 

 ○児童虐待防止推進月間 
 11 月１日～30 日 

児童虐待に関する相談件数の増加や､子どもの尊い生命が奪わ
れる重大事件も後を絶たない状況において､児童虐待問題は社
会全体で早急に解決すべき重要な課題である｡児童虐待防止法
が施行された１１月を｢児童虐待防止推進月間｣と定め､児童虐待
問題に対する社会的関心の喚起を図るとともに､児童虐待に対す
る正しい理解を促進するために広報や啓発活動を重点的に実施
する｡ 

 ○アルコール関連問題啓発週間 
 11 月 10 日～16 日 

国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深め
ることを目的として啓発活動を行う。 

 ○介護の日 
 11 月 11 日 

介護について理解と認識を深め、介護従事者、介護サービス利用者
及び介護家族を支援するとともに、利用者、家族、介護従事者、それ
らを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、
高齢者や障がい者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的
に実施する。 

 ○女性に対する暴力をなくす運動
 11 月 12 日～25 日 

11 月 25 日は国連が指定した「女性に対する暴力撤廃国際日」で
あり、内閣府等の主唱によりこの日を含む２週間を運動期間として
いる｡関係機関・団体が連携して､女性の人権を著しく侵害するＤ
Ｖ､性犯罪、ストーカー等の女性に対するあらゆる暴力の撲滅と女
性の人権尊重のための社会的意識啓発や教育等の取り組みを推
進する。 

 ○糖尿病週間 
 11 月 14 日～20 日 
○世界糖尿病デー 
 11 月 14 日 

国連が指定した世界糖尿病デー（１１月１４日）を含む月曜日から
日曜日までの１週間を糖尿病週間とし、糖尿病の予防治療療養を
喚起する啓発運動を推進している。 

１２月 ○年末の食品衛生強化月間 
 12 月１日～31 日 

年末における食品の衛生的な取り扱いや、調理従事者の健康管
理の状況などについて、食品関係営業者等に対し監視指導する
ことにより、ノロウイルスなどをはじめとする食中毒の発生防止を図
る。また、食品の流通量が増加することから、食品及び添加物の
適正な表示の実施等について食品関係営業者等に対する監視
指導を強化することにより、食品等の表示の信頼性を確保する。 

 ○世界エイズデー
 12 月１日 

12 月１日は国連が定めた「世界エイズデー」であり、エイズに関す
る啓発活動などを実施する。 

 ○国際障害者デー
 12 月３日 

障がい者問題への理解促進、障がい者が人間らしい生活を送る
権利とその補助の確保を目的とする記念日。昭和 57 年 12 月 3
日の国連総会において「障害者に関する世界行動計画」が採択さ
れたことを記念して平成４年の国連総会で宣言された。 

 ○障害者週間 
 12 月３日～９日 

国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めると
ともに、障がい者が社会・経済・文化その他あらゆる分野の活動に
積極的に参加する意欲を高めるために設けられた。平成 16 年 6
月からは障害者基本法第９条に明記されている。 

１月 ○はたちの献血キャンペーン 
 １月１日～２月 28 日 

新たに成人式を迎える｢はたち｣の若者を中心として広く国民各層
に献血に関する理解と協力を求めるとともに､特に成分献血､400
ｍL 献血の継続的な推進を図る。 

 ３月 ○自死対策強化月間 
 ３月１日～31 日 

自殺対策基本法において、３月が自殺対策強化月間と定められ
た。様々な機関や団体と連携して啓発活動を推進し､また当事者
が必要な支援が受けられるよう支援策を重点的に実施する。 

 ○世界腎臓デー 
  毎年３月第２木曜日 

腎臓病の早期発見と治療の重要性を啓発する国際的な取組とし
て､医師やコメディカル､患者や患者家族が主体となって啓発活動
を盛り上げる。 

通年 ○しまね家庭の日
 毎月第３日曜日 

「家庭」はかけがえのない生活の基盤であり人間としての生き方の
基本を学ぶ最も大切な教育の場である｡しかし､都市化、情報化の
進展など社会環境が変化する中で､本来家庭が担うべき教育機
能も大きく変化している｡このため､家庭が担う役割の重要性を再
認識し､家族の絆を強め､青少年の健やかな育成を基本として運
動を推進する。 
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